
 第Ⅱ章 ｜ 返還及び今後返還が予定されている嘉手納飛行場より南の駐留軍用地の跡地利用に向けた取組み状況の整理 
 

Ⅱ-1 

第Ⅱ章 返還及び今後返還が予定されている嘉手納飛行場より南の駐留軍用地の跡地

利用に向けた取組み状況の整理 

１．嘉手納飛行場より南の６施設の検討状況等の把握・整理 

（１）嘉手納飛行場より南の駐留軍用地の概要 

１）駐留軍用地の返還及び返還予定地の位置、面積及び返還時期 

表Ⅱ-１ 嘉手納飛行場より南の駐留軍用地の返還状況 

施設名 市町村 面積 返還状況等 

①キャンプ桑江南側地区 北谷町 約 68ha 今後返還予定 

②陸軍貯油施設第１桑江タンク・ファーム 北谷町 約 16ha 今後返還予定 

③
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧 

１）西普天間住宅地区 宜野湾市 約 51ha 
平成 27 年 3 月 31 日返還 
平成 30 年 3 月 31 日土地の引渡し 

２）インダストリアル・コリドー等 
宜野湾市 
北谷町 

約 62ha 今後返還予定 

３）施設技術部地区内の倉庫地区の一部 北谷町 約 11ha 令和 2 年 3 月 31 日返還 

４）ロウワー・プラザ住宅地区 
沖縄市 

北中城村 
約 23ha 今後返還予定 

５）喜舎場住宅地区の一部 北中城村 約  5ha 今後返還予定 

④普天間飛行場 宜野湾市 約 480ha 一部返還（4.1ha） 

⑤牧港補給地区 浦添市 約 275ha 一部返還（7ha） 

⑥那覇港湾施設 那覇市 約 56ha 今後返還予定 

 

図Ⅱ-１ 沖縄における統合計画による嘉手納飛行場以南の土地の返還（概要図） 
出典：沖縄における統合計画による嘉手納飛行場以南の土地の返還（概要図）（令和３年６月、防衛省）
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（２）各駐留軍用地の跡地利用に向けた検討状況の整理 

過年度業務において、返還が予定されている嘉手納飛行場より南の大規模な駐留軍用

地の跡地利用に向けた、関係市町村の検討状況について整理した。 

本項では、文献等調査及び市町村照会により、各駐留軍用地の跡地利用に向けた関係

市町村の検討状況について時点更新を行った。 

１）キャンプ桑江南側地区の検討状況 

① 跡地利用に向けた検討経緯 

キャンプ桑江南側地区は、平成８年度の「沖縄に関する特別行動委員会」（SACO）

の最終報告で、「海軍病院がキャンプ瑞慶覧に移設され、キャンプ桑江内の残余の施

設がキャンプ瑞慶覧又は沖縄県の他の米軍の施設及び区域に移設された後に返還す

る。」という条件付きで返還が合意された。 

また、平成 25年度には、日米両政府の共同発表「沖縄における在日米軍施設・区域

に関する統合計画」において、返還時期及び区域等が公表され、令和７年度又はその

後に返還予定となっている。なお、平成 29年２月には、海軍病院のキャンプ瑞慶覧へ

の移設整備が完了している。 

平成 21年度に「まちづくり基本計画」、平成 24年度に「外国大学誘致基本構想（案）」

が策定されており、「知の拠点」として位置づけ、将来、教育機関の導入により世界

に通用する子供たちを育てる人材育成拠点の形成を目指し、まちづくりを進めようと

している。 

表Ⅱ-２ キャンプ桑江南側地区の経緯等 

Ｈ 8.12 「沖縄に関する特別行動委員会」（SACO）の最終報告移設条件付きで平成 19年

度末を目途にキャンプ桑江内の大部分（約 99ha）を返還することを合意 

Ｈ18. 5 「日米安全保障協議委員会」（「２＋２」）日米が平成 19年３月までに作成する「統

合のための詳細な計画」において、「キャンプ桑江」の全面的返還を検討すること

を合意（再編実施のための日米のロードマップ） 

Ｈ16年度 キャンプ桑江南側地区まちづくり基本構想策定 

Ｈ18年度 北谷町都市計画マスタープラン計画書を策定 

Ｈ21年度 「まちづくり基本計画」を策定 

Ｈ24年度 外国大学誘致基本構想（案）を策定 

外国大学誘致の検討開始。誘致検討委員会を設置 

Ｈ24. 5 跡地利用推進法に基づく「特定駐留軍用地」に指定 

Ｈ25. 1 「中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想」策定（沖縄県・関係市町村） 

Ｈ25. 4 日米両政府の共同発表「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」

において返還時期及び区域等が公表 

Ｈ26. 3 「キャンプ桑江南側地区跡地利用推進調査」実施 

Ｈ26. 9 特定事業の見通しを公表（学校用地） 

Ｈ28. 3 特定事業の見通しを公表（緑地・公園） 

Ｈ28年度 「北谷町跡地利用計画検討（キャンプ桑江南側・キャンプ瑞慶覧・陸軍貯油施設）」実施 

Ｈ29. 2 海軍病院（本体）のキャンプ瑞慶覧への移設が完了 

Ｈ29年度 「北谷町跡地利用計画検討（キャンプ桑江南側・キャンプ瑞慶覧・インダストリア

ル・コリドー地区）」実施 

Ｈ31. 2 特定事業の見通しを公表（駐車場） 

Ｒ 2．3 「まちづくり基本計画」（改定版）を策定 

Ｒ 3. 2 「まちづくり基本計画」概要版パンフレットを発行 

Ｒ 4. 4 特定事業の見通しを公表（広場） 



 第Ⅱ章 ｜ 返還及び今後返還が予定されている嘉手納飛行場より南の駐留軍用地の跡地利用に向けた取組み状況の整理 

 

Ⅱ-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 上位・関連計画における位置づけ 

■中部広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

（令和４年 11 月、沖縄県）【目標年次：令和 17 年】 

キャンプ桑江南側地区に関しては、次のように位置づけられている。 

〇重点的・戦略的な施策を推進し、快適で潤いのある都市づくり 

（駐留軍用地跡地の活用による中南部の一体的な都市圏づくり） 

・都市的利用が想定されるキャンプ桑江南側地区跡地では、キャンプ桑江北側地区及び

西海岸地域と一体となった土地利用を推進し、緑豊かな住宅地等の整備を進めるとと

もに、グローバルに活躍する人材育成の場（知の拠点）の創出に努める。 

〇駐留軍用地跡地等の土地利用に関する方針 

・跡地利用に際しては中南部都市圏における位置付けや周辺市街地との関係、既成市街

地に及ぼす影響を考慮しつつ、土地区画整理事業等による計画的な面整備並びに地区

計画による良好な住環境の形成を図るとともに跡地利用を先導する中核的施設の導入

や基幹道路の整備などを総合的かつ計画的に推進する。 

・駐留軍用地跡地に残る貴重な緑地等の自然環境については、各種制度を活用し、緑地

の保全・創出を図る。さらに、戦争により失われた各地域の文化財や美しい風景・景

観の復元、水・緑・生態系の保全回復を図り、世界に誇れるような沖縄らしい風景づ

くりや新たな風景の創出に取り組む。 

・キャンプ桑江（南側地区）は、都市的土地利用を中心とした跡地利用を図る地区とし

て位置づけられている。 

〇自然環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

（基本方針） 

・都市の骨格となるみどりの環境を保全・形成するため、地域制緑地によるみどりの担

保とみどりの回廊の形成、海岸・水面のみどりづくりについて検討を行う。森や川そ

して海辺とまちをつなぐみどりを形成し、みどり豊かな潤いのある生活空間の創出を

図る。 

 

  

計画実現に向けた取組み 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24年度 

外国大学誘致基本構想（案）の策定（平成 24年度） 

地権者合意形成活動（平成 25年度～） 

土地の先行取得事業 

（平成 26年度～） 
特定事業の見通し 

「
広
域
構
想
」 

平成 24年度～ 

まちづくり基本計画（改定版）の策定（令和元年度） 
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■第 6 次北谷町総合計画 

（令和４年３月、北谷町）【計画期間：令和 4～令和 13 年度】 

公募により選ばれた「１人から始まる 広がる 大きな輪 みんなで育む北谷町」

を将来像に掲げている。 

また、前期基本計画（令和４～令和８年度）において、今後返還が予定されている

３地区については、返還時期や地形条件、地理的条件、土地利用可能性、地権者意向

等、地区の特性に応じた跡地利用計画の策定と実施手法の決定を行う必要があるとし

ている。 

 

○将来都市像 

「１人から始まる 広がる 大きな輪 みんなで育む北谷町」 

○前期基本計画「基本目標３」施策３－５ 

（キャンプ桑江南側地区跡地利用の推進） 

・「美しい自然環境に囲まれ、洗練された都市空間の中で人びとが安全に安心して住み、

学び、働き、集い、地域の再生が未来と世界につながるまち」を目指すため、勉強会

や説明会を通して土地利用等に関する地権者との合意形成を図る。 

・「グローバル化に対応できる人材を育成するための環境整備」を計画的に推進すると

ともに、世界水準の「知の拠点」の形成を目指す。 
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■北谷町都市計画マスタープラン 

（平成 19 年３月、北谷町）【目標年次：平成 33 年度（令和３年度）】 

キャンプ桑江跡地は、西側は広域幹線道路である国道 58号に接し、東側は丘陵地に

ある住宅地と接しており、地理的に北谷町の中心部に位置している。そのため、今後

の跡地利用によって東西に分断されていた北谷町の既存市街地をつなぐ結節点として、

また、北谷町の新しい中心市街地としての役割を果たすことが期待されている。 

キャンプ桑江南側地区跡地利用は、「戦略的重点プロジェクト（行政が北谷町の都

市機能や都市構造の基盤となり、北谷町全体のまちづくりを牽引する役割を果たすこ

とが期待される事業）」として位置づけられ、北谷町の新しい中心市街地の形成、隣

接する桑江伊平土地区画整理事業や西海岸地域との連携と機能分担に基づく適切な機

能配置、住宅地の供給、地権者や地域ニーズを反映した跡地利用の推進を事業のねら

いとして位置づけている。 

戦略的重点プロジェクト（キャンプ桑江南側地区跡地利用） 

〇事業のねらい 

・北谷町の新しい中心市街地の形成 

（行政機能を主体とした北谷町の新しい中心市街地の形成と、土地利用や道路網整備に

よる東西の既存市街地の連結・一体化及び交流促進） 

・隣接する桑江伊平土地区画整理事業や西海岸地域との連携と機能分担に基づく適切な

機能配置 

・住宅地の供給 

・地権者や地域ニーズを反映した跡地利用の促進 

〇具体的な施策・事業内容 

・行政・業務地の形成 

・桑江伊平土地区画整理事業地区との機能分担 

・西海岸地域の観光・商業地との連携による更なる産業振興推進 

・県道 24号線バイパスの整備 

・内陸の既存市街地とキャンプ桑江南側地区を結ぶ地域幹線道路の整備 

・周辺の既存市街地の連続性と新しい中心市街地という立地特性を考慮した良好で質の

高い住宅地の整備 

・景観モデルゾーンとしての景観づくり 

・地権者意向や地域ニーズに配慮した公園整備 

・地権者等が主体となった跡地利用の推進 
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図Ⅱ-２ 将来都市構造図 

出典：北谷町都市計画マスタープラン（平成 19年３月、北谷町） 
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③ 跡地利用の検討状況 

※まちづくり基本計画（改定版）（令和 2 年３月、北谷町）より 

■土地利用 

○まちづくりの基本目標 

・美しい自然環境囲まれ、洗練された都市の空間の中で人びとが安全に安心して住み、

学び、働き、集い地域の再生が未来と世界につながるまち 

○土地利用の方針 

・北谷の新たな魅力を創出する自然と調和した安全・安心なうるおいある住宅地の形

成 

・人・もの・ことが集まり、ちゃたん交流コア及びシンボル軸の玄関口となる賑わい

商業地の形成 

・地域の再生・活性化の拠点となる学び・働く、教育･業務地の形成 

・市にうるおいや憩いをもたらし、沖縄の文化や自然をつなぐ自然緑地の保全 

 

■都市基盤 

○道路ネットワーク 

「都市圏及び地域間の一体性を高める道路ネットワークの形成」 

・広域幹線道路（国道 58号、県道 24号線バイパス） 

・幹線道路（県道 24号線/既設、幹線①/伊平桑江線の延伸） 

・補助幹線道路（5路線を計画） 

※幹線道路及び補助幹線道路の一部は、周辺道路と連絡して「内環状道路」、「外環

状道路」としてネットワークを形成 

○交通結節点 

「地区への訪れやすさを高める交通結節機能の形成」 

・地区の都市機能集積が進む中で、自動車交通の混雑を抑制し、歩行者安全性や訪れ

やすい地区の形成に向けて、集約的な駐車場を確保する。 

・新たな公共交通の整備に応じてターミナル機能の検討を進める。 

○歩行者ネットワーク 

「地区内のゆとり・うるおいある空間の形成や地区の滞在・滞留を生み出す歩行者ネッ

トワークの形成」 

 

■地域環境等の考え方 

○公園・緑地等整備 

・都市の憩いとうるおいをもたらす緑の保全と高質な都市空間を演出する都市活動と

一体となった公園の形成 

○良好な都市空間創出 

・美しい自然と北谷の魅力を高める風格ある街なみの形成 

・安全・安心に住み続けられる災害に強いまちの形成 

○持続可能なまちづくり 

・先駆的な取組みで、環境にも人にもやさしい持続可能なまちづくり 

・官民連携の一体的なまちづくり  
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図Ⅱ-３ まちづくり基本方針図 

出典：まちづくり基本計画（改定版）（令和２年３月、北谷町） 
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２）陸軍貯油施設第１桑江タンク・ファームの検討状況 

① 跡地利用に向けた検討経緯 

陸軍貯油施設第１桑江タンク・ファームは、平成 18年度の「日米安全保障協議委員

会」（「２＋２」）において、全面的返還を検討することが合意された。その後、平

成 25年度の日米共同発表「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」にお

いて、「普天間飛行場の運用支援施設・機能のキャンプ・シュワブへの移設」、「嘉

手納飛行場の運用支援施設・機能の陸軍貯油施設第２金武湾タンク・ファームへの移

設」及び「管理棟及び車両燃料ポイントの陸軍貯油施設第２桑江タンク・ファームへ

の移設」を条件とし、令和４年度又はその後に返還可能とされた。 

平成 25年度の駐留軍用地跡地利用推進調査において、跡地利用に関する基礎的事項

の整理や導入する都市機能及び開発手法の検討、課題と対応方策の検討等、跡地利用

計画策定に向けた調査を実施した。 

平成 28年度には、「北谷町跡地利用計画検討業務」において、土地の権利調査（登

記簿調査）を実施した。 

 

表Ⅱ-３ 陸軍貯油施設第１桑江タンク・ファームの経緯等 

Ｈ18. 5 「日米安全保障協議委員会」（「２＋２」） 

「統合のための詳細な計画」において、「陸軍貯油施設第１桑江タンク・ファーム」

の全面的返還を検討することを合意（再編実施のための日米のロードマップ） 

Ｈ18年度 立入り調査の実施（自然環境）※北谷町 

Ｈ24. 5 跡地利用推進法に基づく「特定駐留軍用地」に指定 

Ｈ25．1 「中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想」策定（沖縄県・関係市町村） 

Ｈ25. 4 日米両政府の共同発表「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」

において、返還条件、返還時期及び区域等が公表 

Ｈ25年度 「跡地利用推進調査」実施 

Ｈ28年度 「北谷町跡地利用計画検討（キャンプ桑江南側・キャンプ瑞慶覧・陸軍貯油施

設）」実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「北谷町跡地利用計画検討業務」 

※土地所有者把握のため土地の権利調査を実施 

平成 25年度 

平成 28年度 

「跡地利用推進調査」 

※跡地利用計画策定に向けた基礎的調査を実施 

平成 24年度 「広域構想」 
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② 上位・関連計画における位置づけ 

■中部広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

（令和４年 11 月、沖縄県）【目標年次：令和 17 年】 

陸軍貯油施設第１桑江タンク・ファームに関しては、次のように位置づけられてい

る。 

〇都市づくりについて 

（駐留軍用地跡地の活用による中南部の一体的な都市圏づくり） 

・返還予定の跡地については、魅力的な生活環境の確保や新たな産業振興、骨格的道路

網の整備や鉄軌道を含む新たな公共交通システムと地域を結ぶ利便性の高い公共交通

ネットワークの構築、緑化推進など魅力ある都市空間の形成に努める。 

〇市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針（基本方針） 

・駐留軍用地の跡地利用については、地権者等の意向に配慮しながら土地利用の需要・

供給のバランスに配慮した段階的な開発に努め、新市街地開発抑制方針の例外として

整備を促進する。また、既成市街地の環境改善と一体的な駐留軍用地の跡地利用につ

いても検討する。 

 

■第６次北谷町総合計画 

（令和４年３月、北谷町）【計画期間：令和 4～令和 13 年度】 

公募により選ばれた「１人から始まる 広がる 大きな輪 みんなで育む北谷町」

を将来像に掲げている。 

また、前期基本計画（令和４～令和８年度）において、今後返還が予定されている

３地区については、返還時期や地形条件、地理的条件、土地利用可能性、地権者意向

等、地区の特性に応じた跡地利用計画の策定と実施手法の決定を行う必要があるとし

ている。 

○将来都市像 

「１人から始まる 広がる 大きな輪 みんなで育む北谷町」 

○前期基本計画「基本目標３」施策３－５ 

（駐留軍用地跡地利用の推進） 

・国、県等の関係機関との連携強化を図りながら、まちづくりの妨げとなっている駐留

軍用地の計画的・段階的な整理・縮小を促進する。 

・跡地利用が円滑に推進できるよう、返還予定地への立ち入り調査や返還時の原状回復

措置等の適切な実施を要請する。 
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■北谷町都市計画マスタープラン 

（平成 19 年３月、北谷町）【目標年次：平成 33 年度（令和３年度）】 

キャンプ桑江跡地は、西側は広域幹線道路である国道 58号に接し、東側は丘陵地に

ある住宅地と接しており、地理的に北谷町の中心部に位置している。そのため、今後

の跡地利用によって東西に分断されていた北谷町の既存市街地をつなぐ結節点として、

また、北谷町の新しい中心市街地としての役割を果たすことが期待されている。 

キャンプ桑江跡地のまちづくり推進にあたっては、地域内にある伊江原遺跡やその

周辺の緑地等の自然を地域の貴重な資源として保全に努める。さらに、地域内及び地

域に隣接して残る自然環境等を活用した個性豊かな地域づくりに努めることが位置づ

けられている。 

また、伊礼原遺跡の保全・活用は、「戦略的重点プロジェクト（行政が北谷町の都

市機能や都市構造の基盤となり、北谷町全体のまちづくり牽引する役割を果たすこと

が期待される事業）」として位置づけられ、歴史・文化コアを形成し、貴重な文化財

を保全し、人々に北谷町の歴史を伝える、観光資源として地域の活性化に活用するこ

とを事業のねらいとして位置づけている。 

（キャンプ桑江跡地の方針） 

〇将来都市像 

「ひとつになる 人々の夢と笑顔が集まり 海風が明るい大地をかけめぐる『ニライの

都市』」 

○都市づくりの基本目標 

・新しい中心市街地の形成によりまちがひとつになり、活発に人･地域･情報の交流が進

むまち 

・にぎわいと持続的な活力にあふれるまち 

・生活者の視点に立った快適で質の高い住環境があるまち 

・人と自然が共生し、循環型社会の実現が進むまち 

・受け継がれる歴史・伝統と新しい文化が融合するまち 

・みんなが共に支えあい、「協働」のまちづくりが進むまち 

〇土地利用・市街地整備方針 

（軍用地及び跡地利用） 

・軍用地の返還に伴う円滑な跡地利用が図られるよう、地権者や関係機関等との十分な

連携・調整のもと、実現性の高さや地権者の土地活用に考慮した跡地利用計画の策定

及び返還時の原状回復措置等の適切で速やかな実施を促進する。 
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図Ⅱ-４ キャンプ桑江跡地方針図 

出典：北谷町都市計画マスタープラン（平成 19年３月、北谷町） 
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③ 跡地利用の検討状況 

※駐留軍用地跡地利用推進調査業務（平成 26 年３月）より 

■土地利用 

まちづくりのシナリオを下記のように２つ設定し、土地利用の方向性を検討してい

る。 

 

 

 

図Ⅱ-５ まちづくりのシナリオ 

出典：駐留軍用地跡地利用推進調査業務（平成 26年３月、北谷町） 

  

シナリオA：世界の舞台で活躍するグローバル人材の育成を目指した外国大学導入都市 

国際社会に通用するグローバル人材の育成を目指した、現行の UMUC の講義形態に

近い外国大学及び国際教育・国際交流施設を桑江南側地区に集約する。周辺に行

政・業務コアや商業施設の集積から成るタウンコアを配し、国際色豊かで文化価値、

生活利便性の高い住環境を実現するとともに、国際的な人材育成の拠点及び「知の

拠点」形成の一翼を担う。 

 

シナリオB：まちの中核を成し、様々な連携が期待される国際的「知の拠点」 

３地区全体を１つのキャンパスと捉え、大学及び関連機能を分散的に配置する。外

国大学を、沖縄の主産業であるホスピタリティマネジメントや ICT 等の実学系専門

教育を行う、オンライン教育も組み込んだ 1,000 人規模のデイタイム大学へと拡張

し、周辺に産学連携施設や地域に開放された文化施設を配置した「知の拠点」を形

成する。北谷町の国際交流拠点創出と、次世代を担う人材育成機能の向上を目指す

とともに、学生数及び交流人口の増加に伴う活気溢れるタウンコア形成を実現する。 
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■都市機能 

○歴史資源を保存する緑豊かな都市公園の形成 

・伊礼原遺跡・ウーチヌカーを中心とした水辺と緑地の保全及び周辺環境の整備を検

討することで、地域の歴史ある緑を守りながら体感できる場を創出する。 

・住民の健康増進を目的とした、フォレストウォーク（散策路）等のアウトドア関連

施設等の整備を検討することで、地域住民の憩いの場を創出する。 

○緑豊かな環境を活かした都市機能の導入 

・ゆとりある高級戸建て住宅等、自然地形を活かした海を眺める戸建て住宅地を検討

する。（シナリオＡ） 

・大学のプログラムに応じた大学関連機能の整備を検討することで、キャンプ桑江南

側地区の「知の拠点」とのシナジーを生む研究・産業コアの形成を図る。（シナリ

オＢ） 

・様々な国・分野の研究者を受け入れる滞在型研修施設・保養所等の整備を検討する。 

（シナリオＢ） 

 

■都市基盤（道路） 

・広域連携と町内各地区との連携に資する道路網を整備する。 

・沖縄北谷線と桑江北側地区をつなぐ補助幹線道路を整備する。 

○公共交通の充実やカーシェアリングの導入等による交通利用への意識転換 

・国道 58号の立体横断を検討する等、歩行者が安全快適に回遊できる歩行者ネットワ

ークを形成する。 

 

■都市基盤（地域環境整備の考え方） 

○伊礼原遺跡の整備と合わせた緑地整備の検討 

・伊礼原遺跡周辺の森と一体となった緑地･水辺の保全･整備を検討する。 

・地区内に伊礼原遺跡のひとつの構成要素である湧き水がある。それらを守るために

周辺の緑地保存が必要である。 

○ウーチヌカー（湧水）の保全 

・ウーチヌカーの水源として想定される地下水の涵養、水脈を保全する。 

○谷戸の地形を活かしたまちづくり 

・大幅な地形改変を回避し、谷戸の地形を活かした環境整備を検討する。 

・斜面地から西海岸への眺望を確保し、景観に配慮したまちづくりの推進を検討する。 

○環境への意識を高める環境モデル街区の形成 

・新築建物における省エネルギー、再生可能エネルギーの導入を促進し、ゼロエネル

ギー化の推進を検討する。 

・地域エネルギーマネジメントシステムの導入、需給コントロールを推進する。 

・環境教育を促進する施設の整備を展開する。 

・ウーチヌカー周辺における環境モニタリングの実施、及び水質や生態系等、環境に

関する情報公開の推進を検討する。 
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図Ⅱ-６ 土地利用ゾーン図 

出典：駐留軍用地跡地利用推進調査業務（平成 26年３月、北谷町） 
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３）キャンプ瑞慶覧の検討状況 

キャンプ瑞慶覧は、宜野湾市、北谷町、北中城村、沖縄市の４市町村にまたがる全域

面積約 596haの広大な地区である。平成８年度の「沖縄に関する特別行動委員会」（SACO）

の最終報告において約 83ha の部分返還が合意され、平成 18 年度の「日米安全保障協議

委員会」（「２＋２」）でも部分返還が明示された。 

平成 26年度には「西普天間住宅地区」が返還され、他地区に先駆けて跡地利用が進め

られており、令和元年度には「施設技術部地区内の倉庫地区の一部」が返還されたとこ

ろである。今後、「インダストリアル・コリドー」、「ロウワー・プラザ住宅地区」及

び「喜舎場住宅地区の一部」が令和６年度又はその後に返還予定となっている。 

宜野湾市は、平成 15 年度の「瑞慶覧地区跡地利用基本構想」に続き、平成 16 年度に

は「瑞慶覧地区跡地利用基本計画」を策定した。平成 27年度には西普天間住宅地区の跡

地利用計画を策定した。また、インダストリアル・コリドーについては、平成 28年度よ

り地権者数の把握等の基礎調査、地権者意向把握や導入機能の検討、平成 29年度より行

程計画の策定等に取り組んでいる。 

沖縄市は平成 12 年度に「キャンプ瑞慶覧転用計画基本計画」、北中城村は平成 11 年

度に「軍用地跡地利用計画（ロウワー・プラザ住宅地区及び喜舎場ハウジング地区）」

をそれぞれ策定した。その後、平成 15年度より両市村で「跡地利用統一案策定調査」や

「まちづくり合意形成促進支援」、「土地利活用実現化推進業務」等を進めている。 

 

表Ⅱ-４ キャンプ瑞慶覧の経緯等 

Ｈ 8.12 「沖縄に関する特別行動委員会」（SACO）の最終報告 約 83haの部分返還合意 

Ｈ13. 2 「キャンプ瑞慶覧転用基本計画」策定（沖縄市） 

Ｈ13. 3 「喜舎場ハウジング地区軍用地跡地利用基本計画」（北中城村） 

Ｈ14. 3 「ロウワー・プラザ地区等軍用地跡地利用基本計画」策定（北中城村） 

Ｈ16. 3 「キャンプ瑞慶覧返還地区等跡地利用統一案策定基礎調査」（沖縄市・北中城村） 

Ｈ16. 5 「瑞慶覧地区跡地利用基本計画」策定（宜野湾市） 

Ｈ18. 5 「日米安全保障協議委員会」（「２＋２」）部分返還を明示 

Ｈ22. 3 「喜舎場ハウジング地区における喜舎場スマートＩＣ関連検討調査」（北中城村） 

Ｈ24. 2 「キャンプ瑞慶覧返還地区等土地利活用計画検討支援業務」（沖縄市・北中城村） 

Ｈ25. 1 「中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想」策定（沖縄県・関係市町村） 

Ｈ25. 5  跡地利用推進法に基づく「特定駐留軍用地」に指定 

（キャンプ瑞慶覧の西普天間住宅地区、施設技術部地区内の倉庫地区の一部及

び白比川沿岸地域、ロウワー・プラザ住宅地区並びにインダストリアル・コリドー及び

その南側部分に隣接する区域の各区域） 

Ｈ27. 3 日米合同委員会において合意があった「西普天間住宅地区（約 51ha）」が返還 

跡地利用推進法に基づく「特定駐留軍用地跡地」に指定（西普天間住宅地区） 

Ｈ27. 7 「キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）跡地利用計画」策定（宜野湾市） 

Ｈ30. 3 支障除去措置が講じられ、「西普天間住宅地区」の土地の引渡し（沖縄防衛局） 

Ｈ31. 1 「西普天間住宅地区」の都市計画決定（区域区分･用途地域(暫定)･区画整理･街

路） 

Ｈ31. 2 「西普天間住宅地区」土地区画整理事業の認可 

Ｒ 2. 3 「施設技術部地区内の倉庫地区の一部が返還 
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① キャンプ瑞慶覧の対象範囲の考え方 

広域構想策定時（平成 25年１月）のキャンプ瑞慶覧の対象範囲の考え方は、以下の

とおりである。 

・キャンプ瑞慶覧地区（595.7ha）は「一部返還」とされ、返還区域は未定となってい

るが、一体的な跡地利用が望ましいことから、県として返還可能性があると考える

490haを広域構想の対象としている。 

・キャンプ瑞慶覧のうち、現在返還合意されているのは部分的・断片的な３地区（①

ライカム地区等/②喜舎場ハウジング地区/③宜野湾市地区）の計 87.4haのみであ

る。しかし、中南部都市圏の都市構造を一体的に再編し、広域交通インフラ等の拡

充を図っていくためには、嘉手納より南の駐留軍用地のほとんどが跡地利用の対象

として活用されることが望ましい。このような観点からキャンプ瑞慶覧を見ると、

実際に米軍の住宅統合等が進行し、当面の返還が困難と考えられるエリアは、下図

のグレーの地区（152.5ha：図測値）のみである。したがって本広域構想では、グレ

ーの地区を除いた薄いピンクの部分も返還可能性のある地区として想定し、濃いピ

ンクと合わせた 490haを対象範囲とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ-７ キャンプ瑞慶覧の対象範囲の考え方 

出典：中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想（平成 25 年 1月、沖縄県・関係市町村） 
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② 跡地利用の検討状況 

■土地利用 

・「優れた居住環境と交通結節機能を活かした新生活環境都市」を整備コンセプトに

掲げ、３つの土地利用方針を定めている。 

○ゾーニング方針 

・「公園・緑地」、「住宅、商業・業務、その他公共用地」、「跡地振興拠点地区」

のゾーン構成を想定する。 

○拠点形成方針 

・普天満宮や北谷城（ちゃたんぐすく）を核とした「文化交流拠点」、北中城村役場

を核とした「行政交流拠点」、鉄道駅や BRT、広域幹線の結節となる「交通結節拠

点」を形成する。 

○跡地振興拠点地区形成方針 

・土地が比較的まとまっている北谷町エリアと北中城村エリア、沖縄市エリアを中心

に跡地振興拠点地区を分散配置する。 

 

■都市基盤 

○交通整備方針 

・中南部の都市構造の再編・適正化を促す「中部縦貫道路」と東西を結ぶ「中部横断

道路」を整備する。 

・「鉄道を含む新たな公共交通」の導入を検討する。 

・那覇や他の拠点間を結ぶ利便性の高い公共交通システム（軌道系交通、BRT 等）の

導入を検討する。 

○エネルギー・情報通信基盤整備方針 

・産業活動に不可欠な高度情報通信基盤（ブロードバンド有線・無線）を広域インフ

ラとして整備推進する。 

・次世代都市づくりに不可欠なスマートグリッド基盤（再生可能エネルギー供給シス

テム等）の取組みを整備推進する。 

 

■自然環境 

○公園・緑地の配置方針 

・貴重な既存斜面緑地や河川沿い緑地を保全・再生・創出しネットワークする。 

・コミュニティ形成、防災機能等に留意した都市公園（緑地）の配置を推進する。 

・住宅ゾーンに身近な公園緑地を配置する。 

○公園・緑地の規模の方針 

・地区の 20％以上の公園・緑地を配置する。 

・大規模公園の設置についても検討する。  
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図Ⅱ-８ キャンプ瑞慶覧の整備構想図 

出典：中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想（平成 25 年 1月、沖縄県・関係市町村） 
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３）－１ 西普天間住宅地区 

① 跡地利用に向けた検討経緯 

西普天間住宅地区は、宜野湾市に位置する全域面積約 51haの地区である。平成８年

度の「沖縄に関する特別行動委員会」（SACO）の最終報告において部分返還が合意さ

れ、平成 18年度の「日米安全保障協議委員会」（「２＋２」）でも部分返還が明示さ

れた。その後、平成 27年３月に返還がなされ、跡地利用推進法に基づく「特定駐留軍

用地」に指定された。 

宜野湾市は、平成 27年度に「キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）跡地利用計画を

策定し、その後、平成 30 年に２回の変更を行っている。平成 30 年３月には、沖縄防

衛局による支障除去措置が講じられ、土地の引渡しがなされた。平成 31年１月に都市

計画決定、平成 31年２月に土地区画整理事業の認可がなされた。 

 

表Ⅱ-５ 西普天間住宅地区の経緯等 

Ｈ 8.12 「沖縄に関する特別行動委員会」（SACO）の最終報告 

約83haの部分返還合意 

Ｈ16. 5 「瑞慶覧地区跡地利用基本計画」策定（宜野湾市） 

Ｈ18. 5 「日米安全保障協議委員会」（「２＋２」）部分返還を明示 

Ｈ25. 1 「中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想」策定（沖縄県・関係市町村） 

Ｈ25. 5 跡地利用推進法に基づく「特定駐留軍用地」に指定 

（キャンプ瑞慶覧の西普天間住宅地区、施設技術部地区内の倉庫地区の一部及

び白比川沿岸地域、ロウワー・プラザ住宅地区並びにインダストリアル・コリドー

及びその南側部分に隣接する区域の各区域） 

H26. 12 特定事業の見通しを公表（緑地・公園、墓地） 

Ｈ27. 3 日米合同委員会において合意があった「西普天間住宅地区（約51ha）」が返還。

跡地利用推進法に基づく「特定駐留軍用地跡地」に指定（西普天間住宅地区） 

Ｈ27. 7 「キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）跡地利用計画」策定（宜野湾市） 

H28.11 特定事業の見通しを公表（学校） 

Ｈ30. 2 「キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）跡地利用計画」変更（宜野湾市） 

Ｈ30. 3 沖縄防衛局による支障除去措置が講じられ、土地の引渡し（沖縄防衛局） 

Ｈ30. 4 「キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）跡地利用計画」変更（宜野湾市） 

Ｈ31. 1 都市計画決定（区域区分･用途地域･区画整理･道路） 

Ｈ31. 2 土地区画整理事業の認可 

Ｒ 2. 3 仮換地指定 

Ｒ 2. 4 工事着手 
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② 上位・関連計画等における位置づけ 

■那覇広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

（令和４年 11 月、沖縄県）【目標年次：令和 17 年】 

西普天間住宅地区に関しては、次のように位置づけられている。 

〇土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

（駐留軍用地跡地等の土地利用に関する方針） 

・既に返還された西普天間住宅地区においては、沖縄健康医療拠点の核となる高度医療

機能等を中心とし、居住機能、生活サービス機能の導入を図る。 

 

■第４次宜野湾市総合計画 後期基本計画 

（令和３年４月、宜野湾市）【計画期間：令和３～令和 6 年度】 

西普天間住宅地区に関しては、次のように位置づけられている。 

○将来都市像 

「人がつながる 未来へつなげる ねたてのまち宜野湾～活気にあふれ、豊かで住みよい

まちを目指して～」 

○基本目標 

２：健康で、安心して住み続けられるまち 

・西普天間住宅地区跡地において検討している「国際医療拠点構想」に取り組み、健康

都市としてのまちづくりを推進する。 

○基本施策 健康づくりの推進（沖縄健康医療拠点の形成の推進） 

・琉球大学医学部及び同病院を中心とした、沖縄健康医療拠点形成の実現を目指す。 

○基本施策 快適な生活環境の整備（都市基盤の整備） 

・土地区画整理事業等により、公共施設と宅地を一体的・総合的に整備することにより、

健全な市街地を形成し、安全で快適な生活環境を確保する。 

○基本施策 基地跡地利用の推進（沖縄健康医療拠点の形成の推進） 

・返還されたキャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区跡地）の跡地利用に関しては、土地区

画整理事業等と連携し、琉球大学医学部及び同病院を中心とした、沖縄健康医療拠点

の形成を推進する。 

 

「キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）跡地利用計画」 策定 平成 27年度 

平成 29年度 

「キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）跡地利用計画」 変更 

土地区画整理事業 認可 

「広域構想」 平成 24年度 

平成 30年度 

「キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）跡地利用計画」 変更 

沖縄防衛局による支障除去措置が講じられ、土地の引渡し 
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■宜野湾市都市計画マスタープラン 

（令和 3 年 12 月改定、宜野湾市） 

西普天間住宅地区に関しては、次のように位置づけられている。 

○地区の将来像（地域別構想） 

『高次都市機能を核とした水・みどり・文化が調和するまち』 

・低炭素まちづくりや持続可能なスマートシティの実現など、跡地利用の先行モデルと

してふさわしい環境づくりを目指す。 

○都市づくりの方針 

・琉球大学医学部及び琉球大学病院を中心とした沖縄健康医療拠点の形成 

・災害時における防災拠点としての機能強化の可能性検討 

・市内の拠点間の連携強化を図りながら、広域に波及し、地域振興に寄与するまちづく

りを推進 

・「居心地が良く歩きたくなる」まちづくりの推進 

・西海岸を望む眺望を活かした良好な中低層住宅地の形成 

・新たな都市基盤の整備（西普天間線、喜友名線、市道喜友名 23号等） 

・既存の地域資源を活かした公園・緑地の整備 
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図Ⅱ-９ 西普天間住宅地区、インダストリアル・コリドー地区 都市づくり方針図 

出典：宜野湾市都市計画マスタープラン（令和３年 12 月改定、宜野湾市） 

 

③ 跡地利用の検討状況 

■土地利用 

・沖縄健康医療拠点ゾーン、住宅等ゾーンの２タイプを想定し、「沖縄健康医療拠点

を核とした都市機能と水・みどり・文化の調和した住環境がつながるまち」を跡地

利用コンセプトとしている。 

 

■都市基盤 

○道路 

・西普天間住宅地区には、県道宜野湾北中城線と国道 58 号を結ぶ幹線道路(西普天間

線)が通る予定となっているが、インダストリアル・コリドーが返還されるまでの間

は袋地となることから、国道 58号と同地区をつなぐアクセス道路（高架式）を共同

使用することで平成 27 年 12 月に日米間で合意された。このアクセス道路は、平成

28 年度から基礎調査に着手し、平成 30 年度に実施設計を行い、令和２年度から工

事に着手しており、関係機関と連携しながら早期の供用開始に向け、取組みを進め

ている。 

・さらに幹線道路(西普天間線)と県道 81号線を連絡する補助幹線道路(喜友名線)を配

置し、地区内で発生集中する交通を処理する。 

・幹線道路(西普天間線)と補助幹線道路(喜友名線)は、電線類地中化を計画する。 
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○公共交通 

・跡地利用計画上は、「鉄道を含む新たな公共交通」及び那覇や他の拠点間を結ぶ利

便性の高い公共交通システム（軌道系交通、BRT 等）の導入について直接的な関係

はないが、インダストリアル・コリドー地区での導入検討しだいでは連携を模索す

る。 

○地域環境整備の考え方 

・貴重な斜面緑地やイシジャー緑地を保全するとともに地区に点在する公園・緑地を

相互に連携させながら、防災機能の導入、文化資源との調和及び遊戯、健康、運動

等総合的な利用に供する総合公園を検討する。 

・地区内に分布するチュンナーガー（国指定）やその他多くの旧集落跡に分布した御

嶽・村ガー（湧水）などの貴重な歴史的資源は事前調査のもと地域の景観資源とし

て保全活用を図る。 

・眺望、豊かなみどり、文化財など継承されてきた景観資源と、跡地利用により新し

くつくる景観との調和に配慮し、地区の特性を活かした街並み景観を創出する。 

 

■土地区画整理事業の事業計画の概要 

平成 31年２月に認可された土地区画整理事業の概要は以下のとおりである。 

 

土地区画整理事業の名称：西普天間住宅地区土地区画整理事業 

施行者の名称 ：宜野湾市 

施行区域 ：宜野湾市字喜友名、字新城、字安仁屋、字普天間の各一部 

事業施行期間 ：平成 31年３月８日から平成 40年(令和 10 年)３月 31日まで 

事業計画の決定の年月日：平成 31年２月 18日 
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図Ⅱ-10 西普天間住宅地区跡地利用基本計画図 

出典：宜野湾市ホームページ（平成 30 年４月、宜野湾市） 
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３）－２ インダストリアル・コリドー地区 

① 跡地利用に向けた検討経緯 

インダストリアル・コリドー地区は宜野湾市、北谷町の２市町にまたがる全域面積

約 62haの地区である。平成８年度の「沖縄に関する特別行動委員会」(SACO)の最終報

告において、部分返還が合意された。令和６年度又はその後に返還予定となっている。 

宜野湾市は、平成 28 年度に拠点返還地隣接地区に係る跡地利用基礎調査、平成 29

年度に拠点返還地隣接地区に係る跡地利用計画検討調査を実施している。 

北谷町は、平成 29年度に跡地利用計画検討において、権利調査を実施している。 

 

表Ⅱ-６ インダストリアル・コリドー地区の経緯等 

Ｈ 8.12 「沖縄に関する特別行動委員会」（SACO）の最終報告 

約 83haの部分返還合意 

Ｈ16. 5 「瑞慶覧地区跡地利用基本計画」策定（宜野湾市） 

Ｈ18. 5 「日米安全保障協議委員会」（「２＋２」）部分返還を明示 

Ｈ25. 1 「中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想」策定（沖縄県・関係市町村） 

Ｈ25. 5 跡地利用推進法に基づく「特定駐留軍用地」に指定 

（キャンプ瑞慶覧の西普天間住宅地区、施設技術部地区内の倉庫地区の一部及

び白比川沿岸地域、ロウワー・プラザ住宅地区並びにインダストリアル・コリドー及

びその南側部分に隣接する区域の各区域） 

Ｈ29. 3 「拠点返還地隣接地区に係る跡地利用基礎調査」実施（宜野湾市） 

Ｈ30. 3 「拠点返還地隣接地区に係る跡地利用計画検討調査」実施（宜野湾市） 

「平成 29年度北谷町跡地利用計画検討」において権利調査を実施（北谷町） 

H31. 3 「拠点返還地隣接地区に係る跡地利用基本方針策定基礎調査」実施（宜野湾市） 

Ｒ 2. 3 「跡地利用基本方針」の策定（宜野湾市「インダストリアル･コリドー地区に係る跡地

利用計画検討調査」） 

Ｒ 4. 3 「跡地利用基本構想」の策定（宜野湾市「インダストリアル・コリドー地区に係る跡地

利用計画検討調査」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

跡地利用計画検討調査 

跡地利用計画基礎調査 平成 28年度 

平成 29年度 

宜野湾市 北谷町 

跡地利用計画検討 
※権利調査実施 

「広域構想」 平成 24年度 

跡地利用基本方針策定 令和元年度 

平成 30年度 
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② 上位・関連計画等における位置づけ 

■那覇広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

（令和４年 11 月、沖縄県）【目標年次：令和 17 年】 

インダストリアル・コリドー地区に関しては、次のように位置づけられている。 

〇土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

（駐留軍用地跡地等の土地利用に関する方針） 

・ロウワープラザ地区やインダストリアル・コリドー地区等その他の駐留軍用地跡地

についても地権者との合意形成を図りながら、各跡地利用における都市機能との連

携・分担を重視した土地利用を図る。 

 

■中部広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

（令和４年 11 月、沖縄県）【目標年次：令和 17 年】 

インダストリアル・コリドー地区に関しては、次のように位置づけられている。 

〇都市づくりについて 

（駐留軍用地跡地の活用による中南部の一体的な都市圏づくり） 

・返還予定の跡地については、魅力的な生活環境の確保や新たな産業振興、骨格的道

路網の整備や鉄軌道を含む新たな公共交通システムと地域を結ぶ利便性の高い公共

交通ネットワークの構築、緑化推進など魅力ある都市空間の形成に努める。 

〇市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針（基本方針） 

・駐留軍用地の跡地利用については、地権者等の意向に配慮しながら土地利用の需要・

供給のバランスに配慮した段階的な開発に努め、新市街地開発抑制方針の例外とし

て整備を促進する。また、既成市街地の環境改善と一体的な駐留軍用地の跡地利用

についても検討する。 

 

■第４次宜野湾市総合計画 後期基本計画 

（令和３年４月、宜野湾市）【計画期間：令和３～令和６年度】 

インダストリアル・コリドー地区に関しては、次のように位置づけられている。 

○将来都市像 

「人がつながる 未来へつなげる ねたてのまち宜野湾 

～活気にあふれ、豊かで住みよいまちを目指して～」 

○基本施策 交通ネットワークの整備（基地関連道路の整備） 

・インダストリアル・コリドー地区の共同使用により、西普天間住宅地区跡地開発に

資する新設道路を整備する。 

○基本施策 基地跡地利用の推進（キャンプ瑞慶覧跡地利用の推進） 

・今後返還予定のインダストリアル・コリドーの円滑な跡地利用の推進が図れるよう、

基礎調査及び跡地利用計画策定に係る検討や、公共公益施設用地の先行取得を検討

する。 
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■第６次北谷町総合計画 

（令和４年３月、北谷町）【計画期間：令和 4～令和 13 年度】 

インダストリアル・コリドー地区に関しては、次のように位置づけられている。 

○将来都市像 

「１人から始まる 広がる 大きな輪 みんなで育む北谷町」 

（駐留軍用地跡地利用の推進） 

・国、県等の関係機関との連携強化を図りながら、まちづくりの妨げとなっている駐

留軍用地の計画的・段階的な整理・縮小を促進する。 

・跡地利用が円滑に推進できるよう、返還予定地への立ち入り調査や返還時の原状回

復措置等の適切な実施を要請する。 

 

■宜野湾市都市計画マスタープラン 

（令和３年 12 月改定、宜野湾市） 

インダストリアル・コリドー地区に関しては、次のように位置づけられている。 

○地区の将来像（地域別構想） 

『高次都市機能を核とした水・みどり・文化が調和するまち』 

・低炭素まちづくりや持続可能なスマートシティの実現など、跡地利用の先行モデル

としてふさわしい環境づくりを目指す。 

○都市づくりの方針（地域別構想） 

・広域的な交通施策の動向を踏まえながら交通結節点としての機能導入 

・多様な機能等有する複合的な市街地形成 

・多様なモビリティによるまちづくりや良好な景観形成 

・地域資源と調和した安全で快適な跡地利用 

・西普天間線の延伸整備 

 

■北谷町都市計画マスタープラン 

（平成 19 年３月、北谷町）【目標年次：平成 33 年度（令和３年度）】 

インダストリアル・コリドー地区に関しては、次のように位置づけられている。 

○将来都市像 

「ひとつになる 人々の夢と笑顔が集まり 海風が明るい大地をかけめぐる「ニライの都市」」 

○都市づくりの基本目標 

・新しい中心市街地の形成によりまちがひとつになり、活発に人･地域･情報の交流が

進むまち 

・にぎわいと持続的な活力にあふれるまち 

・生活者の視点に立った快適で質の高い住環境があるまち 

・人と自然が共生し、循環型社会の実現が進むまち 

・受け継がれる歴史・伝統と新しい文化が融合するまち 

・みんなが共に支えあい、「協働」のまちづくりが進むまち 

〇土地利用・市街地整備方針（軍用地及び跡地利用） 

・軍用地の返還に伴う円滑な跡地利用が図られるよう、地権者や関係機関等との十分

な連携・調整のもと、実現性の高さや地権者の土地活用に考慮した跡地利用計画の

策定及び返還時の原状回復措置等の適切で速やかな実施を促進する。  
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図Ⅱ-11 将来都市構造 

出典：北谷町都市計画マスタープラン（平成 19年３月、北谷町） 
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③ 跡地利用の検討状況 

■土地利用 

（宜野湾市） 

・地区の南側部分（宜野湾市部分）について、令和２年度～令和３年度の２ヶ年で跡

地利用基本構想を策定。 

・概略設計、土地利用ゾーニング及びゾーンごとの土地利用方針を設定。 

（北谷町） 

・跡地利用方針案の策定に向けて検討中。 

 

■ 都市基盤（宜野湾市） 

○「交通」（道路交通に関する方針、公共交通モビリティに関する方針） 

・周辺の基盤整備と連携した計画的な道路配置 

・多様なモビリティへの乗り換え・乗り継ぎが可能な次世代型交通結節点の形成 

 

 

 

図Ⅱ-12 跡地利用構想図 

出典：インダストリアル・コリドー地区跡地利用構想概要版（令和４年３月、宜野湾市） 
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３）－３ 施設技術部地区内の倉庫地区の一部等 

① 跡地利用に向けた検討経緯 

施設技術部地区内の倉庫地区の一部等は、北谷町に位置する面積約 11haの地区であ

る。平成８年度の「沖縄に関する特別行動委員会」(SACO)の最終報告において、部分

返還が合意された。その後、返還予定となっていた令和元年度末に返還された。 

北谷町は、平成 25年度に施設技術部地区内の倉庫地区の一部の跡地利用基礎調査を

実施し、平成 28年度から跡地利用計画検討を実施している。 

 

表Ⅱ-７ 施設技術部地区内の倉庫地区の一部等の経緯等 

Ｈ 8.12 「沖縄に関する特別行動委員会」（SACO）の最終報告 

約 83haの部分返還合意 

Ｈ18. 5 「日米安全保障協議委員会」（「２＋２」）部分返還を明示 

Ｈ25. 1 「中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想」策定（沖縄県・関係市町村） 

Ｈ25. 5 跡地利用推進法に基づく「特定駐留軍用地」に指定 

（キャンプ瑞慶覧の西普天間住宅地区、施設技術部地区内の倉庫地区の一部及

び白比川沿岸地域、ロウワー・プラザ住宅地区並びにインダストリアル・コリドー及

びその南側部分に隣接する区域の各区域） 

Ｈ26. 3 「駐留軍用地跡地利用推進調査業務キャンプ瑞慶覧(施設技術部地区内の倉庫

地区の一部)跡地利用基礎調査」実施（北谷町） 

Ｈ28. 3 「キャンプ桑江南側地区合意形成促進・キャンプ瑞慶覧跡地利用推進調査」実施

（北谷町） 

Ｈ29. 3 「平成 28年度北谷町跡地利用計画検討業務」実施（北谷町） 

Ｈ30. 3 「平成 29年度北谷町跡地利用計画検討業務」実施（北谷町） 

Ｈ31 .2 立入り調査への合意（文化財） 

Ｈ31. 3 「キャンプ瑞慶覧地区（施設技術部地区内の倉庫地区の一部等）基本構想」策定

（北谷町） 

Ｒ 1. 7 特定事業の見通しを公表（緑地・公園：0.3ha） 

Ｒ 2. 3 キャンプ瑞慶覧地区（施設技術部地区内の倉庫地区の一部等）の平坦部分を対

象とする基本計画策定及び整備計画（案）作成（北谷町） 

「日米安全保障協議委員会」（「２＋２」）で確認されたキャンプ瑞慶覧の施設技術

部地区内の倉庫地区の一部が返還（地元要請に基づく追加的な返還区域として

白比川沿岸区域を含む） 

Ｒ 3. 3 「北谷城跡」が国史跡に指定 

Ｒ 3年度 支障除去、河川改修工事に着手 

Ｒ 4. 3 白比川上流部の引渡し 

Ｒ 4. 4 (仮)白比川土地区画整理組合発起人会結成 

Ｒ 4.11 「北谷城跡」の未指定範囲の一部が国史跡に追加指定 

 

 

 

 

 

 

跡地利用基礎調査 平成 28年度 

平成 29・30年度 

令和元年度 
跡地利用計画検討 

「広域構想」 平成 24年度 
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② 上位・関連計画等における位置づけ 

■中部広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

（令和４年 11 月、沖縄県）【目標年次：令和 17 年】 

施設技術部地区内の倉庫地区の一部等に関しては、次のように位置づけられている。 

〇都市づくりについて 

・返還予定の跡地については、魅力的な生活環境の確保や新たな産業振興、骨格的道

路網の整備や鉄軌道を含む新たな公共交通システムと地域を結ぶ利便性の高い公共

交通ネットワークの構築、緑化推進など魅力ある都市空間の形成に努める。 

〇市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

（基本方針） 

・駐留軍用地の跡地利用については、地権者等の意向に配慮しながら土地利用の需要・

供給のバランスに配慮した段階的な開発に努め、新市街地開発抑制方針の例外とし

て整備を促進する。また、既成市街地の環境改善と一体的な駐留軍用地の跡地利用

についても検討する。 

■第６次北谷町総合計画 

（令和４年３月、北谷町）【計画期間：令和 4～令和 13 年度】 

施設技術部地区内の倉庫地区の一部等に関しては、次のように位置づけられている。 

○将来都市像 

「１人から始まる 広がる 大きな輪 みんなで育む北谷町」 

○前期基本計画「基本目標３」施策３－５ 

（キャンプ瑞慶覧等跡地利用の推進） 

・北谷城跡北側に位置する平坦地地区について、「北谷グスク（歴史・文化・自然）

と調和したまちづくり」のテーマのもと、地権者との合意形成を図り、跡地利用の

推進を図る。 

・国指定史跡北谷城跡の保存状態を確認するための発掘調査を実施し、保存活用及び

整備計画を策定する。 

■北谷町都市計画マスタープラン 

（平成 19 年３月、北谷町）【目標年次：平成 33 年度（令和３年度）】 

インダストリアル・コリドー地区に関しては、次のように位置づけられている。 

○将来都市像 

「ひとつになる 人々の夢と笑顔が集まり 海風が明るい大地をかけめぐる「ニライ

の都市」」 

○都市づくりの基本目標 

・新しい中心市街地の形成によりまちがひとつになり、活発に人･地域･情報の交流が

進むまち 

・にぎわいと持続的な活力にあふれるまち 

・生活者の視点に立った快適で質の高い住環境があるまち 

・人と自然が共生し、循環型社会の実現が進むまち 

・受け継がれる歴史・伝統と新しい文化が融合するまち 

・みんなが共に支えあい、「協働」のまちづくりが進むまち 
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〇土地利用・市街地整備方針 

（軍用地及び跡地利用） 

・軍用地の返還に伴う円滑な跡地利用が図られるよう、地権者や関係機関等との十分

な連携・調整のもと、実現性の高さや地権者の土地活用に考慮した跡地利用計画の

策定及び返還時の原状回復措置等の適切で速やかな実施を促進する。 

 

③ 跡地利用の検討状況 

■土地利用 

・跡地利用計画の策定に向けては、「平成 30年度北谷町跡地利用計画検討業務」にお

いて、基本構想・基本計画案を検討しており、北谷城（ちゃたんぐすく）の保全と

平坦地における土地利用の展開が検討された。 

・また、「令和元年度北谷町跡地利用計画検討業務」において、エリア分けと実現化

方策が示された。 

 

 

 

平坦地部分 土地区画整理事業の実施 

河川部分 河川改修の実施 

丘陵地部分 北谷グスク（文化財）としての買取りの実施 

白比川上流部分 現況利用を継続 

図Ⅱ-13 エリア分けと実現方策 

出典：北谷町跡地利用計画検討業務（令和２年３月、北谷町）  
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■都市基盤 

○道路 

・道路の段階的な構成により、地区内の交通の円滑化と通過交通の適正な排除を図る

とともに、以下の点に留意する。 

・返還地区と既成市街地を連絡する主要道路等の整備により、周辺市街地や幹線道路

への交通の円滑化を図る。 

・上記道路を軸として、生活環境、自然環境、防災面等に配慮した区画道路等を適正

に配置する。 

・接道が国号 58号のみとならないよう、地区外北側との橋梁での接続を確認する。 

○基盤整備 

・白比川への適正な雨水排水処理を行う。（河川・水路の考え方） 

・住環境（下水道、上水道、電気等）の向上を図るための適正な整備を行う。（供給

処理施設の考え方） 

・北谷城の周囲は、傾斜度 30度以上の急傾斜地があることから、周辺環境の保全や安

全確保のため、斜面下の一部に緑地を配置する。 

○地域環境等整備の考え方 

・北谷グスクの斜面緑地や白比川、街区公園等を有機的につなぐ水と緑のネットワー

クの形成を図る。 

・生活環境、自然環境、防災面等に配慮して街区公園等を配置する。 

・北谷グスク等の歴史文化や斜面緑地、白比川等の自然環境との調和に配慮した景観

整備を行う。 

・津波・土砂災害等、地区の災害リスクに備えた防災整備を行う。 
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３）－４ ロウワー・プラザ住宅地区 

① 跡地利用に向けた検討経緯 

ロウワー・プラザ住宅地区は北中城村、沖縄市の２市村にまたがる全域面積約 23ha

の地区である。平成８年度の「沖縄に関する特別行動委員会」（SACO）の最終報告に

おいて部分返還が合意され、平成 18年度の「日米安全保障協議委員会」（「２＋２」）

でも部分返還が明示された。令和６年度又はその後に返還予定となっている。また、

令和３年度において、返還までの間、緑地公園として共同使用するとした日米合同委

員会合意について閣議決定された。 

沖縄市は平成 12 年度に「キャンプ瑞慶覧転用計画基本計画」、北中城村は平成 13

年度に「軍用地跡地利用計画（ロウワー・プラザ住宅地区及び喜舎場ハウジング地区）」

をそれぞれ策定した。その後平成 15年度より両市村で「跡地利用統一案策定調査」や

「まちづくり合意形成促進支援」、「土地利活用実現化推進業務」等を進めている。

また、返還までの間、緑地公園としての共同使用で合意したことから、共用開始に向

けて調整を図っている。 

表Ⅱ-８ ロウワー・プラザ住宅地区の経緯等 

Ｈ 8.12 「沖縄に関する特別行動委員会」（SACO）の最終報告 

約 23haの部分返還合意 

Ｈ13. 2 「キャンプ瑞慶覧転用基本計画」策定（沖縄市） 

Ｈ14. 3 「ロウワー・プラザ地区等軍用地跡地利用基本計画」策定（北中城村） 

Ｈ17. 3 「キャンプ瑞慶覧返還地区等跡地利用統一案策定基礎調査」（沖縄市・北中城村）  

Ｈ18. 5 「日米安全保障協議委員会」（「２＋２」）部分返還を明示 

Ｈ23. 2 土地利用計画素案１～３を作成 

Ｈ24. 2 「キャンプ瑞慶覧返還地区等土地利活用計画検討支援業務」（沖縄市・北中城村）  

Ｈ24. 2 土地利用計画素案４を作成 

Ｈ25. 1 「中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想」策定（沖縄県・関係市町村） 

Ｈ25. 5 跡地利用推進法に基づく「特定駐留軍用地」に指定 

Ｈ27. 3 特定事業の見通しを公表（緑地・公園：1.7ha）※沖縄市 

Ｈ27. 3 特定事業の見通しを公表（緑地・公園：0.95ha）※北中城村 

Ｈ31. 3 特定事業の見通しを変更（緑地・公園：1.1ha）※北中城村 

Ｒ 4. 5 返還までの間、緑地公園として共同使用するとした日米合同委員会合意につ

いて閣議決定 
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② 上位・関連計画における位置づけ 

■那覇広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

（令和４年 11 月、沖縄県）【目標年次：令和 17 年】 

ロウワー・プラザ住宅地区に関しては、次のように位置づけられている。 

〇土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

（駐留軍用地の土地利用に関する方針） 

・ロウワー・プラザ住宅地区等その他の駐留軍用地跡地についても地権者との合意形成

を図りながら、各跡地利用における都市機能との連携・分担を重視した土地利用を図

る。 

■中部広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

（令和４年 11 月、沖縄県）【目標年次：令和 17 年】 

ロウワー・プラザ住宅地区に関しては、次のように位置づけられている。 

〇土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

（駐留軍用地跡地等の土地利用に関する方針） 

・良好な住環境の形成を図るとともに跡地利用を先導する中核的施設の導入や基幹道路

の整備などを総合的かつ計画的に推進する。 

・駐留軍用地跡地に残る貴重な緑地等の自然環境については、緑地の保全・創出を図る。

さらに、各地域の文化財や美しい風景・景観の復元、水・緑・生態系の保全回復を図

る。 

■第４次北中城村総合計画（令和２年３月、北中城村） 

【計画期間：平成 27～令和６年度】 

土地利用構想の中で、駐留軍用跡地（ロウワー・プラザ住宅地区）を活用検討地域

と位置づけ、村の活性化や魅力向上に寄与する土地利用を検討し、その実現に向けた

取組を推進するとしている。また、返還時期が未定の駐留軍用地については、国・県・

地権者との連携を強化し、駐留軍用地の整理縮小及び返還の実現に向けた取り組みを

継続するとともに、周辺の土地利用を踏まえて跡地の有効な利活用を検討するとして

いる。 

○秩序ある土地利用と村の発展に資する拠点形成 

（秩序ある土地利用） 

・返還予定の軍用地（ロウワープラザ住宅地区、喜舎場住宅地区）については、新規市

街地検討地域として村の発展に資する土地利用を検討する。 

○環境共生社会の実現 

（環境共生に向けた啓発） 

・返還予定であるキャンプ瑞慶覧駐留軍用地内のロウワープラザ地区および喜舎場住宅

地区においても、良好な自然環境の保全に努める 

○地域文化の振興と継承 

（歴史文化資源等の保全・整備・活用） 

・駐留軍用地の返還に際しては、関係機関の協力のもと、埋蔵文化財調査を行い、埋蔵

文化財の適切な保護に努める 

○雇用の創出と就業支援 

（新規産業の誘致） 

・駐留軍用地跡地の活用により、新規産業の誘致に努める 
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■北中城村都市計画マスタープラン（令和元年９月、北中城村） 

【計画期間：令和元～令和 20 年度】 

将来都市構造の中で、駐留軍用跡地（ロウワー・プラザ住宅地区）を活用検討ゾー

ンと位置づけ、村の活性化や魅力向上に寄与する土地利用を検討し、その実現に向け

た取組を推進するとしている。 

また、土地利用の基本方針における返還を見据えた駐留軍用地の跡地利用の検討の

中で、駐留軍用地返還を契機とした新市街地・交通結節拠点の創出及び公共施設等の

再編、跡地利用の実現に向けた都市計画環境の整備に関する方針を定めている。 

○拠点・市街地連携を実現する公共交通網の形成 

（中部地域の交通結節点としての機能維持・充実） 

・中部地域の交通結節点としての機能を維持するとともに、駐留軍用地の返還地等を活

用し、更なる充実を図る 

○村の生活サービス拠点としての機能強化 

（地権者、村民、村が一体となった跡地利用計画の策定） 

・駐留軍用地の返還地における秩序ある都市基盤整備に向け、返還地における市街化編

入、用途地域の指定や地区計画の指定、土地区画整理事業等、都市計画環境の整備を

検討する 

○ライカム地区における広域交流拠点の機能強化 

（跡地等を活用した、村の活性化や魅力向上に寄与する土地利用の推進） 

・ライカム地区西部（ロウワープラザ地区・サウスプラザ地区）及び東部の丘陵地にお

いては、既存の都市機能との役割分担を踏まえつつ、交通結節拠点等、村の活性化や

魅力向上に寄与する土地活用を検討する 

・跡地等においては、秩序ある都市基盤整備に向けて、市街化編入・用途地域の指定や

地区計画の指定、土地区画整理事業等、都市計画環境の整備を合わせて検討する 

 

■第５次沖縄市総合計画基本構想前期基本計画（令和３年３月） 

【計画期間：令和３～令和７年度】 

地域特性を活かした都市形成の施策の方向の一つである「基地跡地の計画的な土地

利用促進」においては、基地跡地の計画的な土地利用の促進、基地の返還時期を見据

え、周辺地域の開発による環境の変化や地域の特性を踏まえた土地利用計画素案の見

直しを行うものとしている。 

○統合計画にかかる施設配置計画と早期返還への対応 

・キャンプ瑞慶覧ロウワー・プラザ住宅地区については、早期返還と返還後の円滑な跡

地利用に向けた詳細な情報について、日米両政府に求める。 

○基地跡地の計画的な土地利用の推進 

 キャンプ瑞慶覧ロウワー・プラザ住宅地区については、基地の返還時期を見据え、周

辺地域の開発による環境の変化や地域の特性を踏まえた土地利用計画素案の見直し

をおこなう。 
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■沖縄市都市計画マスタープラン（令和２年 3 月、沖縄市） 

【計画期間：平成 27～令和 17 年】 

目指すべき基本目標として「様々なライフスタイルに応えるやさしいまち」を掲げ

ており、その中で、今後の本市の大きな発展の潜在力になる基地跡地利用について検

討し、跡地利用を促進する活気とうるおいのある都市を目指すとしている。 

また、ゾーン別構想の整備方針においては、本市の南の玄関口として良好な住宅地

の形成、周辺商業機能との調和、公共交通機能の検討など、地域の魅力を創出する土

地利用・市街地整備を進めるとしている。 

○土地利用の方針 

（緑地保全地区） 

・軍用地内の緑地については、本市に残る貴重な自然環境として保全を検討する 

（軍用地等） 

・軍用地等の返還が具体化した際には、速やかな跡地利用計画等の策定に努める 

・キャンプ瑞慶覧返還予定地区については、南の玄関口として良好な住宅地の形成と商

業機能、観光機能などの充実を図る 

○市街地整備の方針 

（基盤整備推進地区） 

・北中城村との連携を図りながら跡地利用計画を策定する 

・市街地開発事業など、返還後の速やかな基盤整備を促進し、南の玄関口として良好な

住宅地の形成と商業機能、観光機能などの充実を図る 

○景観まちづくりの方針 

・キャンプ瑞慶覧返還予定地区の跡地利用に伴い、良好な景観形成に向けて、新たなル

ールづくりの検討を行う 
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③ 跡地利用の検討状況 

■土地利用 

沖縄市、北中城村合同でキャンプ瑞慶覧返還地区等跡地利用を推進している。地権

者の意向及び有識者の意見を取り込み、平成 22年度に土地利用計画素案１～３、平成

23年度に土地利用計画素案４を作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ-14 ロウワー・プラザ住宅地区土地利用計画素案（１/２）  

まちのイメージ 

・複合交通結節点を中心とする複合交流施

設、住宅が調和するまち 

 

ターゲット 

・広域的な交通移動をする自動車、公共交

通利用者、那覇圏との通勤・通学者 

 

コア機能（案） 

・（仮）ライカムステーション・公共交通

機関、民間企業と連携した沖縄型の新駅

づくり 

まちのイメージ 

・こども未来ゾーンの中継点として、こど

もの遊び場や教育、住居などが複合的に

展開するまち 

 

ターゲット 

・こども、家族連れ、学生、観光客など学

ぶ人すべて 

 

コア機能（案） 

・（仮）未来パーク・公共的施設、民間施

設と連携したこどもや学生のための空

間づくり 

素案１:沖縄型新駅前まちづくり 

素案２:未来まちづくり 
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図Ⅱ-14 ロウワー・プラザ住宅地区土地利用計画素案（２/２） 

出典：キャンプ瑞慶覧返還地区等土地利用実現化推進業務報告書（平成 23 年２月、沖縄市・北中城村） 

キャンプ瑞慶覧返還地区等土地利用計画検討支援業務報告書（平成 24 年２月、沖縄市・北中城村）  

まちのイメージ 

・緑と住宅、周辺の商業機能と調和したこ

こでしかできない高質な住宅地づくり、

様々な国、地域の観光客、学生などが行

き交う交流拠点 

 

ターゲット 

・県内外、国外からの移住者、長期滞在型

居住者、観光客・広域的な交通利用者 

 

コア機能（案） 

・公共交通機関、民間施設と連携したこど

もや学生など学ぶ人のための空間づく

り 

・民間企業と連携した本物志向のアメリカ

ンな空間（ゆとり住宅）づくり 

素案４:交流まちづくり 

素案３:ライカムハウジング 

まちのイメージ 

・アメリカンな雰囲気を維持し、緑と住宅、

周辺の商業機能と調和したここでしか

できない住宅地づくり 

 

ターゲット 

・国外・県内外からの移住者、長期滞在型

観光客 

・観光客、県民（憧れの地） 

 

コア機能（案） 

・（仮）ライカムハウジング、民間企業と

連携した本物志向のアメリカンな空間

（ゆとり住宅）づくり 
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■都市基盤 

○地域環境等整備の考え方 

・貴重な既存斜面緑地や河川沿い緑地を保全・再生・創出しネットワークを形成する。 

・「広域構想」の整備基本方針として、キャンプ瑞慶覧全体で地区の 20％以上の公園・

緑地を配置する。 
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３）－５ 喜舎場住宅地区の一部 

① 跡地利用に向けた検討経緯 

喜舎場住宅地の一部は北中城村に位置する面積約５haの地区である。平成８年度の

「沖縄に関する特別行動委員会」（SACO）の最終報告において部分返還が合意され、

平成 18年度の「日米安全保障協議委員会」（「２＋２」）でも部分返還が明示された。

令和６年度又はその後に返還予定となっている。 

 

表Ⅱ-９ 喜舎場住宅地区の一部の経緯等 

Ｈ 8.12 「沖縄に関する特別行動委員会」（SACO）の最終報告 

Ｈ13. 3 「喜舎場ハウジング地区軍用地跡地利用基本計画」策定（北中城村） 

Ｈ18. 5 「日米安全保障協議委員会」（「２+２」）部分返還を明示 

Ｈ22. 3 「喜舎場ハウジング地区における喜舎場スマートＩＣ関連検討調査」実施

（北中城村） 

Ｈ25. 1 「中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想」策定（沖縄県・関係市町村） 

Ｈ30. 3 フルインターチェンジ概略図作成 

 

② 上位・関連計画における位置づけ 

■那覇広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

（令和４年 11 月、沖縄県）【目標年次：令和 17 年】 

喜舎場住宅地の一部に関しては、次のように位置づけられている。 

〇跡地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

（駐留軍用地の土地利用に関する方針） 

・中南部の都市圏構造再編を視野に入れるとともに、既成市街地の居住環境の改善や質

的向上についても一体的に検討する。 

・段階的・計画的な都市整備を進めていくことや、産業振興、国際交流・貢献拠点の形

成を図る必要がある。 

 

■第４次北中城村総合計画（令和２年３月、北中城村） 

【計画期間：平成 27～令和６年度】 

返還時期が未定の駐留軍用地については、国・県・地権者との連携を強化し、駐留

軍用地の整理縮小及び返還の実現に向けた取り組みを継続するとともに、周辺の土地

利用を踏まえて跡地の有効な利活用を検討するとしている。 

〇土地利用構想 

（駐留軍用地） 

・返還時期が未定の駐留軍用地については、国・県・地主会との連携を強化し、駐留軍

用地の整理縮小及び返還の実現に向けた取り組みを継続するとともに、周辺の土地利

用を踏まえて跡地の有効な利活用を検討する。 

〇暮らしを支える道路交通環境の形成 

（広域道路ネットワークの形成） 

・活力ある地域社会の実現や、地域交流、連携強化のため、喜舎場スマートインターチ

ェンジのフルインター化の促進を図る。 
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○秩序ある土地利用と村の発展に資する拠点形成 

（秩序ある土地利用） 

・返還予定の軍用地（ロウワープラザ住宅地区、喜舎場住宅地区）については、新規市

街地検討地域として村の発展に資する土地利用を検討する。 

○環境共生社会の実現 

（環境共生に向けた啓発） 

・返還予定であるキャンプ瑞慶覧駐留軍用地内のロウワープラザ地区および喜舎場住宅

地区においても、良好な自然環境の保全に努める 

○地域文化の振興と継承 

（歴史文化資源等の保全・整備・活用） 

・駐留軍用地の返還に際しては、関係機関の協力のもと、埋蔵文化財調査を行い、埋蔵

文化財の適切な保護に努める 

○雇用の創出と就業支援 

（新規産業の誘致） 

・駐留軍用地跡地の活用により、新規産業の誘致に努める。 

 

■北中城村都市計画マスタープラン（令和元年９月、北中城村） 

【計画期間：令和元～令和 20 年度】 

土地利用の基本方針における返還を見据えた駐留軍用地の跡地利用の検討の中で、

駐留軍用地返還を契機とした新市街地・交通結節拠点の創出及び公共施設等の再編、

跡地利用の実現に向けた都市計画環境の整備に関する方針を定めている。 

○都市の発展を支える広域交通網の形成 

（喜舎場 ICのフルインター化の推進） 

・喜舎場 ICについては、現在スマート ICとして整備されているが、将来的には駐留軍

用地の返還地を活用してフルインター化を推進し、広域アクセス性の更なる向上を図

る 

○拠点・市街地連携を実現する公共交通網の形成 

（中部地域の交通結節点としての機能維持・充実） 

・中部地域の交通結節点としての機能を維持するとともに、駐留軍用地の返還地等を活

用し、更なる充実を図る 

○村の生活サービス拠点としての機能強化 

（地権者、村民、村が一体となった跡地利用計画の策定） 

・駐留軍用地の返還は、本村の都市構造に大きな影響を及ぼすことが想定されることか

ら、駐留軍用地の返還を契機として、公共施設等の再編を検討する。 

・喜舎場ハウジング地区については、返還日が決まり次第、地権者、村民、村が一体と

なった跡地利用計画を策定する。同地区については、喜舎場スマート ICのフルイン

ターの用地、商業・業務等の沿道型土地利用推進の場、また公共公益施設用地として

の活用を検討する 

・駐留軍用地の返還地における秩序ある都市基盤整備に向け、返還地における市街化編

入、用途地域の指定や地区計画の指定、土地区画整理事業等、都市計画環境の整備を

合わせて検討する 
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③ 跡地利用の検討状況 

■土地利用 

県道宜野湾北中城線の拡幅が予定されている。また、隣接する沖縄自動車道喜舎場

スマート ICのフルインター化を検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ-15 喜舎場住宅地区位置 

出典：中南部都市圏駐留軍用地跡地周辺整備検討調査（キャンプ瑞慶覧）報告書（平成 26 年３月、沖縄県） 
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■都市基盤 

○道路 

喜舎場住宅地区内にある喜舎場スマートＩＣは、現在上り（那覇方面）への合流入

口のみとなっているため、上り下りの出入り口を備えたＩＣを整備するフルインター

化を検討している。 

平成 26 年度から平成 29 年度にかけて喜舎場スマートＩＣ地区協議会の下部組織で

ある作業部会の開催、平成 29年度にはフルインターチェンジ概略図を作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ-16 フルインター化のイメージ 

画像提供：北中城村 

○地域環境等整備の考え方 

・「広域構想」の整備基本方針として、キャンプ瑞慶覧全体で地区の 20％以上の公園・

緑地を配置する。 
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４）普天間飛行場の検討状況 

① 跡地利用に向けた検討経緯 

普天間飛行場は平成８年度の「沖縄に関する特別行動委員会」(SACO)の最終報告で

全面返還が合意され、跡地利用計画の検討が開始、平成 24年度に、跡地利用計画の中

間的な成果となる「全体計画の中間取りまとめ」（以下「中間取りまとめ」という。）

が策定され、「計画づくりの方針」、「空間構成の方針」等が示された。 

平成 25年度に「中間取りまとめ」に示された「計画内容の具体化」に向けた取組み

における「行程計画」が作成され、平成 27年度以降は、地権者を含む検討部会や「普

天間飛行場跡地利用計画策定有識者検討会議」（以下「有識者検討会議」という。）

を設置し、「計画づくりの方針」の分野別の計画内容の具体化に向けた検討等が進め

られている。 

表Ⅱ-10 普天間飛行場の経緯等 

Ｈ 8.12 「沖縄に関する特別行動委員会」（SACO）の最終報告 

普天間飛行場の全面返還が合意 

Ｈ11年～ 立入り調査の実施（文化財）※Ｈ26年度まで継続 ※沖縄県 

Ｈ13年～ 立入り調査の実施（文化財）※Ｈ25年度まで継続 ※宜野湾市 

Ｈ15年度 立入り調査の実施（自然環境）※宜野湾市 

Ｈ18. 2 普天間飛行場跡地利用基本方針（沖縄県・宜野湾市）を策定 

Ｈ18. 5 「日米安全保障協議委員会」（「２＋２」） 

嘉手納飛行場より南の６施設の返還が合意 

Ｈ19. 5 「普天間飛行場跡地利用計画の策定に向けた行動計画」（沖縄県・宜野湾市）

策定 

Ｈ25. 1 「中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想」策定（沖縄県・関係市町村） 

Ｈ25. 3 「全体計画の中間取りまとめ」（沖縄県・宜野湾市）策定 

Ｈ25. 6 特定事業の見通しを公表（道路：17.15ha）※沖縄県 

特定事業の見通しを公表（学校：8ha）※宜野湾市 

Ｈ25年度 「計画内容の具体化」段階における「行程計画」作成 

Ｈ26年度～ 普天間飛行場跡地利用計画策定に向けた検討を実施 

Ｈ27年度 「有識者検討会議文化財・自然環境部会」及び「有識者検討会議土地利用・

機能導入部会」を開催 

「普天間公園（仮称）懇談会」を開催（～Ｈ28年度まで） 

Ｈ28. 3 特定事業の見通しを変更（学校：11.5ha）※宜野湾市 

Ｈ28年度～ 「有識者検討会議」を継続して開催 

Ｈ29. 3 「普天間公園（仮称）への提言書」とりまとめ 

Ｈ29. 7 東側沿いの土地（約４ha）を返還 

Ｈ29.10 立入り調査の実施（文化財）※沖縄県 

Ｈ30. 3 磁気探査実施の実施（文化財）※沖縄県 

Ｒ 1. 7 環境（動植物）調査の実施（文化財）※沖縄県 

Ｒ 1.11 立入り調査の実施（文化財）※沖縄県 

Ｒ 4. 7 「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」（沖縄県・宜野湾市）策定 

Ｒ 4.10 「普天間飛行場跡地利用推進会議」を開催 
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図Ⅱ-17 普天間飛行場跡地利用策定に向けた検討体制 

出典：令和４年度普天間飛行場跡地利用推進会議資料（令和４年 10月、沖縄県・宜野湾市） 
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【目的】 
有識者、関係団体、地権者代表等から構成する推
進会議を設置し、跡地利用の計画への理解促進
や考え方の共有化を図り、幅広く意見聴取を行うと
ともに、跡地利用に関する気運醸成に繋げていく。 
【構成員】（22名） 
（１）有識者（６名） （２）各種団体代表（８名） 
（３）市民代表（４名） （４）地権者代表（３名） 
（５）その他（1名）    
※オブザーバーとして内閣府も参加 
【事務局】 
沖縄県／宜野湾市 
※マスコミ公開 

普天間飛行場跡地利用計画策定に向けた検討体制について 

「全体計画の中間取りまとめ（第２回）」（県・宜野湾市／令和４年７月）の役割 

跡地利用関係者（県民・市民・ 
地権者等）との合意形成の促進 

県内外に向けた 

「跡地利用情報」の発信 

普天間飛行場跡地利用推進会議 

立入調査 文献調査 

【目的】 
各分野の検討課題に応じて有識者や地権者代表
等から構成する会議を設置し、跡地利用計画内容
の具体化について検討を行う。 
（各分野） 
○土地利用  ○機能導入    ○基盤整備   
○文化財・自然環境の保全・活用  等 
【構成員】 
（１）有識者  （２）地権者代表  等 
※検討課題に応じて専門分野や人員を検討 
【事務局】 
業務受託者 
※マスコミ非公開 

（仮称）普天間飛行場跡地利用計画策定 
検討会議 

県民フォーラム 県・市ＨＰ等で情報発信 

反映 

今後の計画づくりの推進 
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② 上位・関連計画における位置づけ 

■那覇広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

（令和４年 11 月、沖縄県）【目標年次：令和 17 年】 

普天間飛行場跡地利用に関しては、次のように位置づけられている。 

○土地利用に関する主要な都市計画の決定に関する方針 

（駐留軍用地の土地利用に関する方針） 

・普天間飛行場の跡地利用については、中部縦貫道路、宜野湾横断道路等の骨格道路や

大規模な広域公園の整備を進める。また、土地利用に関しては沖縄の振興の拠点とし

て高次都市機能の導入を図る。 

○都市環境に関する主要な都市計画の決定の方針 

（自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針） 

・普天間飛行場の返還跡地においては､自然･歴史特性を活かした緑豊かなまちづくりや

持続可能な環境づくりを目指すとともに、平和希求のシンボル及び広域防災拠点機能

を備えた大規模公園の創造を推進する。 

 

■第 4 次宜野湾市総合計画 

（平成 29 年 4 月、宜野湾市）【計画期間：平成 29～平成 36 年度(令和６年度)】 

少子高齢化社会を見据えた福祉の充実、西普天間住宅地区の国際医療拠点やコンベ

ンションリゾートエリア、普天間飛行場の返還も見据えた魅力の創出、発信を行い活

気あるまちづくりを進めることをめざし、「ねたてのまち宜野湾」を将来都市像に掲

げている。 

また、前期基本計画（平成 29～平成 32 年度（令和２年度））において、普天間飛

行場跡地における跡地利用計画の策定の推進のほか、情報発信、先行土地取得が基本

施策として位置づけられている。 

○将来都市像 

 「人がつながる 未来へつなげる ねたてのまち宜野湾～活気にあふれ、豊かで住み 

  よいまちを目指して～」 

○基本施策 基地跡地利用の推進 

（普天間飛行場跡地利用の推進） 

・普天間飛行場の跡地利用について地権者・市民・県民との合意形成に努めるとともに、

国・県等との連携・調整を図り、跡地利用計画の策定を推進する。 

・また、ホームページや地権者情報誌及び広報誌等によりきめ細かな情報発信に努める。 

・さらに、円滑に跡地利用推進を図るため、公共公益施設用地の計画的な確保に向け、

同飛行場内の土地の先行取得を実施する。 
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■宜野湾市都市計画マスタープラン 

（令和３年 12 月改定、宜野湾市） 

市域の中央部に位置する普天間飛行場により「ドーナツ状」に形成された市街地を、

普天間飛行場や西普天間住宅地区等の跡地利用により、都市構造の転換を進めるとし

ている。 

普天間飛行場跡地では、新ねたての交流拠点、(仮)普天間公園、保全緑地ゾーンが

都市核として設定されているほか、基幹都市軸、新交流軸、都市骨格軸の都市軸と合

わせて、並松街道が都市軸として再生が位置づけられている。 

〇普天間飛行場跡地地区将来像 

「中南部都市圏の新たな振興拠点の形成 宜野湾市の未来を拓くまち」 

・本市のみならず、中南部都市圏に波及する新たな沖縄の振興拠点として、「緑の中のま

ちづくり」をテーマとした緑あふれる市街地環境の形成や新たな交通ネットワークの

構築、持続可能なスマートシティの実現など、跡地利用を契機とした新たな活力と魅

力の創出を図り、本市の更なる成長をけん引する新しい都市づくりを目指します。 

〇都市づくりの方針 

①中南部都市圏に波及する新たな振興拠点の創出 

・新たな拠点の創出 

・新たな都市基盤整備を活かした商業・業務地の形成 

・新たな人口の受け皿の確保 

②基地跡地利用を契機とした交通ネットワークの再構築 

・新規幹線道路の整備 

・鉄軌道の実現 

③「緑の中のまちづくり」の実現 

・普天間公園（仮称）の整備 

・「緑の中のまちづくり」の推進 

・跡地利用を契機とした魅力ある都市環境の形成 
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図Ⅱ-18 将来都市構造図 

出典：宜野湾市都市計画マスタープラン（令和３年 12 月改定、宜野湾市） 
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③ 跡地利用の検討状況 

■土地利用 

中部縦貫道路を境に、北西側に業務系用地、南東側に住居系用地を配置し、中部縦

貫道路沿いに都市機能施設用地を配置している。 

また、東西のフリンジ部等に大規模な公園((仮称)普天間公園)・緑地を配置する計

画としている。 

○全体計画の中間取りまとめ（第２回）（令和４年７月） 

・沖縄振興コア 

沖縄振興に向けた象徴となる空間である「沖縄振興コア」は、緑と都市の融合によ

る新たな価値の創造を目標とし、大規模公園エリアの中核として様々な交流・活動・

発信等を通した新たな経済活動の展開の場としてふさわしい位置等を重視して配置。 

・振興拠点ゾーン 

振興拠点ゾーンは、研究開発機能や産業支援機能等に加え、広域防災・行政機能の

確保を目標とし、沖縄健康医療拠点や西海岸リゾートエリアとの連携、跡地の西側斜

面緑地の緩衝機能や段丘端部からのオーシャンビューを活用する可能性、沖縄振興の

舞台としての一体的な環境づくりのためのまとまりの確保等に着目して配置。 

・都市拠点ゾーン 

都市拠点ゾーンは、広域集客拠点や市民センター等の立地条件の確保に加え、振興

拠点ゾーンを補完する機能確保を目標とし、広域的な交通網(特に公共交通軸)の活用

による集客力の確保及び宜野湾市の中心としてふさわしい位置、振興拠点ゾーンとの

効果的連携、周辺市街地との一体的な生活圏形成等を重視して配置。 

・居住ゾーン 

居住ゾーンは、周辺市街地との一体的な生活圏形成や先人の知恵も活かした生活空

間の形成を目標とし、周辺市街地との地形的な連担性や、「並松街道」及び「旧集落」

を宜野湾の歴史の気づきとして活用すること等を勘案し、跡地外周部東側を中心に配

置。 
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図Ⅱ-19 「中間取りまとめ」における配置方針図 

出典：全体計画の中間取りまとめ（第２回）（令和４年７月、沖縄県・宜野湾市） 
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○西海岸地域の開発のあり方について提言書（平成 30 年３月） 

・提言１ 来訪者と居住者で賑わうリゾート地づくり 

那覇空港に近接し、かつ自然の海岸が見える中南部西海岸の特色を活かし、今後返

還される駐留軍用地の跡地利用への発展性を有した、来訪者や居住者で賑わう都市型

オーシャンフロント・リゾート地をつくる。 

・提言２ 海を見せる・海から見せる風景づくり 

北谷町、宜野湾市、浦添市の主要なリゾートエリア（ホテルやマリーナ等）をつな

ぎ、海岸を緑やプロムナード（散歩道・遊歩道）で連続させることで、海をあらゆる

方向から見せ、船上など海から見せる新たな西海岸地域の風景をつくり込む。 

・提言３ 快適かつストレスフリーな移動環境づくり 

本地域と那覇空港や他地域との移動、並びに本地域内の北谷町、宜野湾市、浦添市

において育成される主要なリゾートエリア間、及び各エリア内において、快適かつス

トレスフリーな移動環境をつくり、全ての来訪者や居住者にとって楽しめる移動手段

を確保する。 

 

■都市基盤 

○道路 

広域幹線道路として、地区中央部を南北に通過する「中部縦貫道路」、東西に通過

する「宜野湾横断道路」が計画されている。 

中部縦貫道路は、返還時期が示されていないキャンプ瑞慶覽の一部を通過する計画

であることから、ルート及び整備効果について、宜野湾横断道路とともに検討が進め

られている。 

○公共交通 

中南部都市圏を縦断する「鉄軌道を含む新たな公共交通軸」に関する検討が進めら

れている。 

鉄軌道の概ねのルートや主な構造等についての概略計画である「沖縄鉄軌道の構想

段階における計画書」を沖縄県が平成 30年５月に策定した。 

○緑地空間 

「緑の中のまちづくり」を目標とし、都市基盤施設として、都市全体の価値や魅力

を高める公園等の施設緑地（少なくとも 100ha以上）を整備する。 

「中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想」を沖縄県及び関係市町村で平成 25年

1月に策定した。 

○地域環境等整備の考え方 

地下水脈や地下空洞等地域特有の自然環境や、並松街道等の歴史資源にも配慮した

緑地空間の形成、広域的な水と緑のネットワーク構造の形成が検討されている。 

また、沖縄県の気候風土に適した環境配慮型都市（スマートシティ）の導入のあり

方について検討が進められている。 
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図Ⅱ-20 普天間飛行場の歴史・自然環境 
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５）牧港補給地区の検討状況 

① 跡地利用に向けた検討経緯 

牧港補給地区は平成８年度の「沖縄に関する特別行動委員会」（SACO）の最終報告

で、国道 58号を拡幅するため、返還により影響を受ける施設が牧港補給地区の残余の

部分に移設された後に、同国道に隣接する土地（約３ha）を返還すること、浦添埠頭

地区（約 35ha）への移設と関連して、那覇港湾施設（約 57ha）の返還を加速するため

最大限の努力を共同で継続することが合意された。 

平成 25年度に日米両政府の共同発表「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統

合計画」において、返還時期及び区域等が公表された(倉庫地区の大半を含む部分：令

和７年度又はその後、残余の部分：令和６年度又はその後)。 

平成 25年３月に「牧港補給地区跡地利用基本計画」を策定した。現在、地権者との

まちづくり合意形成を継続的に実施している。統合計画では４分割での返還が明記さ

れているが、市、地主会から、防衛大臣に随時、一括返還を要請している。また、平

成 24年度以降に、次代の跡地利用の担い手を育成すること目的として、地主会の若手

の会を発足した。跡地利用計画への提言書の作成、返還後の修正・見直しに反映させ

ることを目標に、毎年度勉強会等の活動を実施している。 

 

表Ⅱ-11 牧港補給地区の経緯等 

Ｈ 8.12 「沖縄に関する特別行動委員会」（SACO）の最終報告 

国道58号を拡幅するため、返還により影響を受ける施設が牧港補給地区の残余

の部分に移設された後に、同国道に隣接する土地（約３ha）を返還する 

浦添埠頭地区（約 35ha）への移設と関連して、那覇港湾施設（約 57ha）の返還を

加速化するため最大限の努力を共同で継続する 

Ｈ18. 5 「日米安全保障協議委員会」（「２＋２」）で承認された「再編実施のための日米の

ロードマップ」において、全面返還が合意 

Ｈ22. 3 「牧港補給地区跡地利用基本構想」を策定 

Ｈ24. 5 跡地利用推進法に基づく「特定駐留軍用地」に指定 

Ｈ25. 1 「中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想」策定（沖縄県・関係市町村） 

Ｈ25. 3 「牧港補給地区跡地利用基本計画」を策定 

Ｈ25. 4 日米両政府の共同発表「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」

において返還時期及び区域等が公表 

Ｈ25. 8 北側進入路（約１ha）を返還 

Ｈ27. 3 「浦添市特定駐留軍用地内土地取得事業基金条例」を制定 

Ｈ27.12 読谷村が牧港補給地区の倉庫群の一部をトリイ通信施設への受入れを表明 

日米合同委員会において、国道58号に隣接する土地（約３ha）の返還を合意 

（返還条件：既存ゲートや境界柵等の牧港補給地区内での移設） 

Ｈ28. 3 特定事業の見通しを公表（公園・緑地：10.2ha） 

Ｈ31. 3 第５ゲート付近の区域（約２ha）を返還予定 

特定事業の見通しを公表（公園・緑地：15.2haに変更） 

Ｒ 2．9 特定事業の見通しを公表（公園・緑地：17.4haに変更） 

Ｒ 3. 3 第５ゲート付近の区域の支障除去完了・引渡し 

Ｒ 4. 3 チームまきほ21による跡地利用計画への提言の提出 
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② 上位・関連計画における位置づけ 

■那覇広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

（令和４年 11 月、沖縄県）【目標年次：令和 17 年】 

牧港補給地区の土地利用に関しては、次のように位置づけられている。 

○土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

（駐留軍用地等の土地利用に関する方針） 

・牧港補給地区は自然環境と経済発展の両立を目指すとともに、都市的課題の解決に寄

与し、都市構造の転換を促す種地として、沖縄の発展に寄与する都市機能の導入を図

る。 

 

■第５次浦添市総合計画 

（令和 3 年３月、浦添市）【計画期間：令和 3～令和 12 年度】 

都市の将来像を「てだこの都市（まち）・浦添」、まちづくりの基本理念を「人間

尊重」、「平和」、「自立」とするなかで、まちづくりの目標を「太陽とみどりにあ

ふれた国際性ゆたかな文化都市」としている。 

また、前期基本計画（令和３～令和７年度）において、これからの浦添市を牽引し

ていく牧港補給地区の跡地利用計画を推進し、返還後の速やかな事業化に向けて取り

組むとされている。 

〇将来都市像 

 「てだこの都市（まち）・浦添」 

〇施策１-５土地区画整理･市街地･住環境･基地跡地利用 

（西海岸とキャンプ・キンザー跡地の一体的利用） 

・将来の都市像を見据えた土地利用や都市整備等を図るため、地権者、市民、企業をは

じめ、関係機関等とも連携･協力し、跡地利用計画の推進を図るとともに、必要に応じ

て跡地利用計画の変更を検討する。 

・西海岸地域の周辺地域をはじめ、近隣市町村の開発計画等と整合・連動を図る。 

・跡地整備を円滑に推進するために、総合的かつ段階的なまちづくりや、民間活力を活

用した事業の導入、公共用地の先行取得などに努める。  

・利便性が高く、快適な都市文化を発信する新たな顔づくりを目指すため、牧港補給地

区と浦添市中心部をつなぐ浦添都市軸の形成や都市施設の整備などを進める。 

・西海岸地域のリゾート性、自然・風土及び歴史資源を活かして、浦添市の経済を牽引

する国際的な観光・交流型産業が発展するまちづくりに努める。 

平成 24年度 

計画実現に向けた取組み 
 
 
 

「地権者合意形成活動」 

「広域構想」 

「跡地利用基本計画」 

平成 26年度～ 
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■浦添市都市計画マスタープラン 

（平成 25 年１月改訂、浦添市）【目標年次：平成 42 年度（令和 12 年度）】 

牧港補給地区はリゾート・レクリエーションゾーンに隣接している。 

都市環境に関する方針の中で、「海岸の緑化及び公園整備」で海岸に沿って植栽を

施し、眺望のよい場所では憩いの場となる公園の整備を推進するとしている。 

その他、高齢者や児童・障碍者も安心して利用できるユニバーサルデザインを導入

することや、計画地で埋立地については地域の人口計画及び既存緑地に配置計画を策

定するとともに、埋立地については港湾リゾートをテーマとした特徴ある公園整備を

行うこととしている。 

〇将来都市像による位置づけ 

・牧港補給地区跡地については、浦添市の新たな市街地として位置づけられ、隣接する

リゾート・レクリエーションゾーンや、港湾・流通・情報ゾーン、文化交流拠点と連

携した機能導入が求められる。 

〇土地利用・市街地整備の方針 

（産業振興地区） 

・牧港補給地区跡地利用のうち、西海岸道路や地区内幹線道路沿線を含む跡地西側につ

いては、MICE機能や宿泊機能を中心としたリゾートコンベンション産業、芸術文化や

エンターテインメント等を活かした文化産業のほか、健康・医療産業、環境エネルギ

ー産業、国際流通産業、情報サービス産業などが集積する産業振興地区の形成を図る。 

（シンボルロード地区） 

・浦添市を東西に走る浦添西原線沿線および西海岸までの延長線上は、浦添都市軸とし

て商業・業務施設のみならず文化・交流施設等の施設立地を促進し、景観まちづくり

と連携し、浦添市の「顔」に相応しい都市空間の創出を図る。 

（低中層住宅地区） 

・高台を中心として、快適で潤いのある良好な住宅地を形成する。 
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図Ⅱ-21 将来都市構造図 

出典：浦添市都市計画マスタープラン（平成 25 年１月、浦添市） 
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③ 跡地利用計画の検討状況 

※牧港補給地区跡地利用基本計画（平成 25 年３月） 

基本計画における牧港補給地区のまちづくりのテーマは、『人・海・文化を活かし

た国際的エンターテイメント都市』とする。 

 

■土地利用計画 

・牧港補給地区の西海岸側を産業振興地区とし、主に「リゾートコンベンション産業

地区」、「文化産業地区」、「健康・医療産業地区」の３つの産業地区の配置を想

定するとともに、にぎわい・交流軸を通じて連携を図る。 

・津波や高潮等の災害からの安全性を考慮して、高台部は住宅地を基本とした土地利

用とし、住宅地区内には今後必要に応じて日常利便施設や公益施設を計画する。 

・高台部の幹線道路沿道は商業業務地区とし、沿道商業施設等を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ-22 沖縄地区全体の土地利用配置 

出典：牧港補給地区跡地利用基本計画策定業務（その２）（平成 25年３月、浦添市） 

 

  

低地部と高台部の 
概ねの境界 

産業振興用地等 

住宅用地等 

（公益施設用地を含む） 

商業業務用地 
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■都市基盤 

○交通・道路計画 

・市全体の道路網計画との整合や、基本計画方針における幹線道路の位置づけ等を踏

まえ、牧港補給地区の骨格道路を想定する。また、地形条件や土地利用計画との整

合等に留意しながら、支線道路として主要区画道路や区画道路、歩行者専用道路を

配置する。 

・上位計画の位置づけを踏まえ、にぎわい・交流軸等に将来の公共交通の導入を想定

する。 

・東西方向のにぎわい・交流軸（浦添都市軸）は、市のシンボルロードとして、地区

外部分との通りとしての一体性や道路景観等に配慮した道路計画とする。 

・幹線道路や補助幹線道路を活用し、主要な拠点や施設を結ぶ自転車歩行者路を計画

する。 

 

表Ⅱ-12 幹線道路及び支線道路について 

地域高規格道路 都市圏軸を形成する沖縄西海岸道路（27.5ｍ） 

主要幹線道路 都市圏軸を形成する国道58号、都市環境軸を形成する港

川道路（30ｍ） 

幹線道路 都市環境軸を形成する神森線延伸線（33ｍ）、臨港道路

（30ｍ） 

拠点間を結び将来の公共交通の導入を想定した東西方

向のにぎわい・交流軸（40ｍ）及び南北方向のにぎわい・

交流軸（33ｍ） 

補助幹線道路 幹線道路を補完し、地区内の発生集中交通を効率的に処

理するための道路（16～24ｍ） 

主要区画道路 住宅地区（16ｍ）、産業振興地区（18ｍ）、商業業務地区

（20ｍ） 

区画道路 幅員６ｍを基本（商業業務地区に近接した部分は８ｍ） 

 

特殊道路 住宅地区において、主要な目的地や公共交通とのつなが

り等を考慮した歩行者専用道路（６ｍ）や自転車歩行者

路（13ｍ） 
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図Ⅱ-23 道路計画図（骨格道路及び主要区画道路） 

出典：牧港補給地区跡地利用基本計画策定業務（その２）（平成 25年３月、浦添市） 

 

 

■地域環境形成等整備の考え方 

○公園緑地計画 

・地区全体面積の 20％程度の公園緑地を確保し、各交流拠点に公園緑地を計画すると

ともに、交流拠点を結ぶにぎわい・交流軸に沿って公園緑地を計画する。 

・高台部と低地部の境界部分（高台端部）には、災害時の一次避難地や避難路となる

公園緑地を配置するとともに、低地部から高台部への避難路も確保する。 

・公園緑地の配置に際しては、既存の緑（植生）の保全・活用や緑のネットワークの

形成に留意する。 

・また、住宅地区内においては、誘致距離等を考慮して近隣公園及び街区公園を適切

に配置する。 

・現在、公園・緑地の先行取得を実施しており、令和４年度までに 17.4haを取得済み

である。 

 

  

港川道路 

神森線延伸 

にぎわい交流軸（南北） 

国道 58号 

沖縄西海岸道路 

臨港道路 

にぎわい交流軸 
（浦添都市軸） 
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図Ⅱ-24 「発展・交流のまちづくり」の視点に基づく公園緑地の配置イメージ 

出典：牧港補給地区跡地利用基本計画策定業務（その２）（平成 25年３月、浦添市） 

○風景・景観計画 

・牧港補給地区の景観特性を踏まえ、高台から海への眺望や、西海岸側からの緑の稜線

（斜面緑地）に配慮した、牧港補給地区にふさわしい魅力的な風景・景観づくりを目

指す。 

○自然環境・エネルギー計画 

・水とみどりのネットワークによる自然環境に配慮したまちづくりを推進するとともに、

風の道の確保や地域に賦存する再生可能エネルギーの活用により、低炭素まちづくり

の推進を目指す。 

 

  

文化交流拠点 複合交流拠点 海の交流拠点 

暮らしの交流拠点 
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図Ⅱ-25 牧港補給地区跡地利用基本計画図 

出典：牧港補給地区跡地利用基本計画策定業務（その２）（平成 25年３月、浦添市） 
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６）那覇港湾施設の検討状況 

① 跡地利用に向けた検討経緯 

那覇軍港（那覇港湾施設）は、平成 25年４月の「沖縄における在日米軍施設・区域

に関する統合計画」で、返還条件が満たされ、返還のための必要な手続きの完了後、

令和 10年度又はその後に返還が可能と返還時期が明示されている。 

那覇軍港の跡地利用に関しては、平成７年度に「那覇軍港跡地利用計画基本構想【統

一案】」を策定した後、合意形成活動の進め方をまとめた「合意形成活動全体計画」

を平成 18年度に策定し、平成 24年度に同計画の見直しを行った。 

平成 18 年度から地権者との合意形成を進めており、平成 27 年度に企画構想段階の

第１ステージが終了し、跡地利用計画を具体的に作成する第２ステージに入っている。

平成 28年度では、「那覇軍港跡地利用計画策定手順書（原案）」（以下「手順書（原

案）」という。）を策定し、平成 29年度から計画づくりを進めている。 

 

表Ⅱ-13 那覇港湾施設の経緯等 

Ｈ 8.12 「沖縄に関する特別行動委員会」（SACO）の最終報告 

那覇港湾施設（約 57ha）の返還を加速化するための最大限の努力をすること

を合意 

Ｈ12. 6 沈埋トンネル用地として約 0.9haが返還 

Ｈ15年度 立入り調査の実施（文化財調査） ※Ｈ16年度まで継続 

Ｈ15. 7 日米合同委員会において、平成 15 年３月の那覇港湾計画の改訂を踏まえた

那覇港湾施設の代替施設の位置形状の修正について合意 

Ｈ19. 3 「合意形成活動全体計画」策定（那覇市） 

Ｈ18. 5 「日米安全保障協議委員会」（「２＋２」）で、全面返還の検討が合意 

Ｈ22. 5 「日米安全保障協議委員会」（「２＋２」）において、嘉手納以南の施設・区

域の返還が「再編実施のための日米ロードマップ」に従って着実に実施され

ることを確認 

Ｈ24. 5 「特定駐留軍用地」として指定 

Ｈ25. 1 「中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想」策定（沖縄県・関係市町村） 

Ｈ25. 4 「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」において、返還時期

等が明示 

Ｈ29. 3 「那覇軍港跡地利用計画策定手順書（原案）」を策定 
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② 上位・関連計画における位置づけ 

■那覇広域都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

（令和４年 11 月、沖縄県）【目標年次：令和 17 年】 

那覇港湾施設の土地利用に関しては、次のように位置づけられている。 

○土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

（駐留軍用地の土地利用に関する方針） 

・那覇港湾施設の跡地利用については、那覇空港、那覇港と隣接した特性を活かし、国

際交流拠点の形成等複合的土地利用を目指す。 

 

■第５次那覇市総合計画（平成 30 年３月、那覇市） 

【計画期間：平成 30～平成 39 年度(令和９年度)】 

「なはで暮らし、働き、育てよう！笑顔広がる元気なまち NAHA～みんなでつなごう

市民力～」をまちづくりの将来像として定めている。目指すまちの姿「自然環境と都

市機能が調和した住みつづけたいまち NAHA」の中で那覇港湾施設（那覇軍港）の跡

地利用の促進が位置づけられている。 

○施策 那覇の魅力と特性を活かした土地利用を進めるまちづくり 

（那覇港湾施設の跡地を活かしたまちをつくる） 

・地主会との協働により、早期に具体的な跡地利用計画を作成し、合意形成や実現可能

性の検証を行い、開発条件等の変化に応じた見直しを繰り返しながら熟度を高めてい

く計画づくりを進める。 

・那覇港湾施設(那覇軍港)は、ウォーターフロントや歴史などの個性を持ち、那覇空港

や那覇港に近く沖縄の空と海の玄関口に位置し、公共交通機関の充実、市内の宿泊施

設のキャパシティー、近接して存在する商業・観光地など、様々な点でそのポテンシ

ャルが非常に高いことから、その特性を活かし、本市の発展、ひいては沖縄県の発展

に資する跡地利用を検討する。 

・地権者情報誌の発行、市民・県民フォーラムの開催など跡地利用計画の策定段階に応

じた適切な情報提供を行うとともに、地権者の次の世代に引き継げる活動・環境づく

りを推進する。 

 

■那覇市都市計画マスタープラン(令和２年３月、那覇市） 

【計画期間：令和２～令和 22 年度】 

那覇港湾施設については、将来都市構造の中でウォーターフロントゾーン及び交易

交流ゾーンとして位置づけられている。 

また、那覇空港周辺地域に属し、地域まちづくり方針の中では、沖縄県の海の玄関

口にある那覇港に隣接し、那覇空港にも近いことから、都市機能用地として極めて開

発効果が高く、将来の本市・沖縄県の振興に資する跡地利用計画が期待されていると

している。 

○将来都市構造 

（ウォーターフロントゾーン） 

・海辺や川辺空間を活かした観光・交流機能やオフィス機能が集積し、都市的環境と自

然環境の両方を活かした暮らしが実現できるゾーン 

（交易交流ゾーン） 



 第Ⅱ章 ｜ 返還及び今後返還が予定されている嘉手納飛行場より南の駐留軍用地の跡地利用に向けた取組み状況の整理 

 

Ⅱ-66 

・臨港・臨空の地理的ポテンシャルを活かした物流機能や観光・交流機能など、多様な

機能が集積することで相乗効果を発揮し、都市活動を支えるゾーン 

○土地利用の方針 

（地域の特徴を活かした戦略的な土地利用の推進） 

・ウォーターフロントゾーンでは、緑豊かな都市環境の形成や商業、業務、観光・交流

などの多様な都市機能の立地誘導を図る。また、魅力あるウォーターフロントの創出

により、暮らす人・訪れる人が水辺に親しむことのできる、港町那覇の復活を目指す 

・交易交流ゾーンでは、世界に開かれた沖縄の玄関口である那覇空港や沖縄県の物流や

流通の中枢である那覇港新港ふ頭の機能強化を促進し、これらを活かした都市機能の

立地誘導を図る 

○那覇空港周辺地域の将来像 

・空港、港湾地区と隣接する地域の特性を活かし、物流・流通機能の強化や商業・観光・

情報機能の集積する地区の形成を促進する。また、本市・沖縄県の空の玄関口として、

魅力的なゲート空間の形成や南国を感じる植栽などによる景観形成を進める 
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③ 跡地利用計画の検討状況 

■土地利用計画 

那覇港湾施設（那覇軍港）の跡地利用については、平成 18年度に策定された「合意

形成活動全体計画」（平成 24年度見直し）に基づき、地権者とのまちづくり合意形成

活動を継続的に実施している。 

「合意形成活動全体計画」では活動を３つのステージに区分し、第１ステージは「企

画構想段階」で合意形成活動のための基礎的体制づくりを目標とし、第２ステージは

「跡地利用方針・基本計画段階」で跡地利用計画策定を目標とし、第３ステージは「事

業計画・事業段階」で事業着手を目標としている。 

平成 27年度は、第２ステージへの移行に向け、有識者、地権者、行政等による合意

形成推進委員会において検討を行い、その検討結果を踏まえ、平成 28年度より第２ス

テージに移行し計画づくりに取り組んでいる。 

平成 28年度では、跡地利用計画策定にかかる検討体制、プロセス、合意形成活動な

どをまとめた「那覇軍港跡地利用計画策定手順書（原案）」（以下「手順書（原案）」

という。）を作成している。 

平成 29年度では、跡地利用計画検討の準備として、関連計画及び周辺動向などを開

発条件として整理している。 

今後、「合意形成活動を基礎とした跡地利用計画づくり」と「適切な情報提供と次

の世代の活動・環境づくり」の取組みを進めるとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ-26 那覇軍港まちづくりロードマップ 

出典：（仮称）那覇軍港跡地利用計画策定手順書等検討調査（平成 29年３月、那覇市） 
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■都市基盤 

○交通 

・那覇空港と他の拠点間を結ぶ利便性の高い公共交通システムの導入を検討する。 

○地域環境等整備の考え方 

・ウォーターフロントに面して都心の憩いの場となる都市型プロムナードを配置する。 

・親水環境、歴史的資源、中心市街地への接近性、周辺の既存公園緑地等を踏まえた

緑地ネットワークを形成する。 

・地区の 20％以上の公園・緑地を配置する。 
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（３）「広域構想」の基本方針への取組み状況 
「広域構想」の基本方針に記されている取組みについて、嘉手納飛行場より南の６施設の状況を整理した。 

  

黒字：各市町村の検討内容   赤字：関連動向等   青字：広域構想から転記 

駐留軍用地 
①キャンプ桑江南側

地区 

②陸軍貯油施設第
１桑江タンク・ファ
ーム 

③キャンプ瑞慶覧 

④普天間飛行場 ⑤牧港補給地区 ⑥那覇港湾施設 
1)西普天間住宅地区 

2)インダストリアル･コリド
ー等 

3)施設技術部地区内
の倉庫地区の一部 

4)ロウワー・プラザ住宅
地区 

5)喜舎場住宅地区の
一部 

市町村 北谷町 北谷町 宜野湾市 宜野湾市/北谷町 北谷町 沖縄市/北中城村 北中城村 宜野湾市 浦添市 那覇市 

広
域
構
想
の
基
本
方
針 

広
域
交
通
イ
ン
フ
ラ 

●広域的な幹線道
路の整備 

・国道 58 号 
・県道 24 号線バイパス 

― 

・中部縦貫道路の見直し
（地区内ルート廃止） 

・県道宜野湾北中城線 

・中部横断道路 
・国道 58 号 

・国道 58 号 ・沖縄環状線 
(H25.3 全線開通) 

・県道 24 号線バイパス 
・国道 330 号 

・県道宜野湾北中城
線 

・喜舎場スマート IC のフ
ルインター化の検討 

・中部縦貫道路 
（ルート検討中） 

・宜野湾横断道路 
（ルート検討中） 

・沖縄西海岸道路 
（H30.3 開通) 

・国道 58 号 
・県道浦添西原線 

・国道 331・332 号 

●「鉄軌道を含む
新たな公共交通
システム」の導入
検討 

― ― ― ― ― 

・「鉄軌道を含む新た
な公共交通システ
ム」の導入検討 

― 

・鉄軌道を含む新たな
公共交通軸の配置 ― ― 

・概略ルートに関連* ― ・概略ルートに関連* ・概略ルートに関連* ・概略ルートに関連* ― ― ・概略ルートに関連* ― ― 

●ＢＲＴやＬＲＴ、自
転車（専用）道路
等の導入検討 

・交通結節点 
・ＢＲＴ・ＬＲＴ等新たな
公共交通への対応 ― ― 

・鉄道駅やＢＲＴ、広域
幹線道路を結ぶ交通
結節拠点の形成 ― 

・広域交通結節拠点 
・高速バスとの結節施
設 ― 

・西海岸地域との連携
を促進するフィーダ
ー交通等の導入（検
討） 

・公共交通の導入を想
定 

・那覇空港と他の拠点間
を結ぶ公共交通システ
ムの導入検討 

●地区内幹線道路
の配置 

・伊平桑江線とその延
伸線 

・県道 24 号線 ― 

・県道宜野湾北中城
線と国道 58 号を結
ぶ幹線道路（一部、
インダストリアル・コリド
ー） 

・県道宜野湾北中城
線と国道 58 号を結
ぶ幹線道路（一部、
西普天間住宅地区） 

― ― ― 

・跡地と周辺市街地に
またがる幹線道路の
配置 

・神森線延伸線 
・臨港道路 
・にぎわい・交流軸（南
北、浦添都市軸） 

 

― 

広
域
的
公
園
・緑
地
の
整
備 

●広域的な緑地ネ
ットワークの形成 

・既存斜面緑地を保全
しネットワーク化 

・伊礼原遺跡周辺の森
と一体となった緑地･
水辺の保全･整備 

・ウーチヌカーの水源と
して地下水涵養・水
脈保全 

・広域的な緑地構造を
形成する緑地（喜友
名の斜面、安仁屋の
谷）の保全 

・普天間川水系の保
全 

・西普天間住宅地区と
連担した構造的緑地
の保全 

・普天間川水系の保
全 

・北谷城（ちゃたんぐす
く）の保全 

・白比川水系の保全 

・貴重な既存斜面緑
地や河川沿い緑地を
保全・再生・創出しネ
ットワーク化（キャンプ
瑞慶覧） ― 

・広域的な水と緑のネ
ットワーク構造の形成
（検討） 

・自然・歴史特性の保
全活用に向けた緑地
空間の配置 

・跡地振興の拠点とな
る緑地空間の配置 

・既存緑地の保全に努
め、周辺緑地と連携
しネットワーク化 

・海洋資源を活かした
水辺空間の活用 

・親水環境、歴史的資
源、中心市街地への近
接性周辺の既存公園緑
地等を踏まえた緑地の
ネットワーク化 

●地区面積 20％
程度以上の公園 

・緑地を確保 

・公園は地区面積の
３％以上を確保 

・地形条件を活かした
保全緑地の確保等 

・地区の 60％程度の
公園・緑地を配置 

・地区面積の約 20％
の都市公園を配置 

・地区の 20％以上の
公園・緑地を配置（キ
ャンプ瑞慶覧） 

・地区の 20％以上の
公園・緑地を配置（キ
ャンプ瑞慶覧） 

・地区の 20％以上の
公園・緑地を配置（キ
ャンプ瑞慶覧） 

・地区の 20％以上の
公園・緑地を配置（キ
ャンプ瑞慶覧） 

・都市全体の価値や魅
力を高める公園等の
施設緑地（少なくとも
約 100ha 以上） 

・ 地 区 全 体 面 積 の
20％程度の公園緑
地を確保 

・地区の 20％以上の公
園・緑地を配置 

跡
地
振
興
拠
点
地
区 

●跡地振興拠点地
区を各駐留軍用
地跡地に導入 

・グローバル化に対応
できる人材を育成す
る「知の拠点」の形成 

・（B）「知の拠点」とシ
ナジーを生む研究・
産業コアの形成 

・沖縄健康医療拠点
の形成（琉球大学医
学部・同大学病院の
移設） 

・人材育成拠点ゾーン
見直し 

・未定 ・道の駅等の観光・集
客拠点の形成（北谷
城跡地周辺） 

・①観光・ビジネス 
・②学術・文化 
・③近隣商業 
・④観光・ビジネス＋
学術・文化 ― 

・沖縄振興の新たな舞
台となる「創造と交流
の場」の形成 

・沖縄県の新たな発展
をリードする基幹産業
等の集積地形成と国
際協力・貢献等の中
核施設整備 

・西海岸側にリゾートコ
ンベンション産業、文
化産業、健康・医療
産業、環境エネルギ
ー産業、情報サービ
ス産業等が集積する
産業振興地区の形
成 

・臨空・臨港・都心ウォー
ターフロントを活かした
跡地振興拠点を配置 

●産業・機能タイプ
を想定し、役割
分担の方向、各
跡地の特性を踏
まえて配置 

＊「沖縄鉄軌道の構想段階における計画書（平成 30 年５月、沖縄県）」概略ルート：那覇市、浦添市、宜野湾市、北谷町、沖縄市、うるま市、恩納村、名護市を経由するルート
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嘉手納飛行場より南の６施設の跡地利用に向けた取組みや周辺の開発動向等の状況について整理した。 

 

 

 

駐留軍用地 
①キャンプ桑江南側

地区 

②陸軍貯油施設第
１桑江タンク・ファ
ーム 

③キャンプ瑞慶覧 

④普天間飛行場 ⑤牧港補給地区 ⑥那覇港湾施設 

1)西普天間住宅地区 
2)インダストリアル･コリド

ー等 
3)施設技術部地区内

の倉庫地区の一部 
4)ロウワー・プラザ住宅

地区 
5)喜舎場住宅地区の

一部 

市町村 北谷町 北谷町 宜野湾市 宜野湾市/北谷町 北谷町 沖縄市/北中城村 北中城村 宜野湾市 浦添市 那覇市 

周辺の状況等 

・フィッシャリーナ地区
概成 

・フィッシャリーナ地区
概成 

― ― ― 

・イオンモール沖縄ラ
イカム（H27.4 開業） 

・ 中 部 徳 洲 会 病 院
（H28.4 移転開院） 

― ― 

・サンエー浦添西海岸 
PARCO CITY 

 (R1.6 開業) 

・新那覇バスターミナル
開業（H30.10） 

・空港・港湾拡張予定 
・モノレール延長済 

市町村の取組み状況等 

・H22.3：まちづくり基本
計画策定 

・H25 年度：跡地利用
ゾーニングの検討 

・H30.3：跡地土地利
用方針の検討 

・R2.3:跡地利用計画
方針（改定版）の策定 

・H25 年度：開発手法
の検討 

・H28 年度：権利調査 

・H27.7：跡地利用計
画策定 

・H30.2:跡地利用計画
変更 

・H30.４：跡地利用計
画変更 

・平成 31.2：土地区画
整理事業の事業認
可 

・R1 年度：土地区画整
理事業工事着手 

・H29 年度：権利調査
（北谷町） 

・H30.3：拠点返還地
隣接地区跡地利用
計画検討（ 宜野湾
市） 

・H31.3：跡地利用基
本方針案を検討（宜
野湾市） 

・H25 年度：開発手法
の検討 

・H27 年度：権利調査 
・H28 年度：民間活力
の導入可能性検討 

・H29 年度：基本構想
案の検討 

・H30 年度：跡地利用
基本計画案の検討 

・沖縄市、北中城村合
同でキャンプ瑞慶覧
返還地区等跡地利
用を推進 

・H22-23 年度：４つの
土地利用計画素案
を作成 

・H30.3:喜舎場スマー
トＩＣのフルインター化
に向けた概略図作成 

・H25.3：全体計画の
中間取りまとめ策定
（県・宜野湾市） 

・H25 年度：行程計画
作成 

・H26 年度～：跡地利
用計画策定に向けた
検討（県・宜野湾市） 

・R4.7：全体計画の中
間取りまとめ（第２回）
策定（県・宜野湾市） 

 

・H22.3：基本構想策
定 

・H25.3：基本計画策
定 

・合意形成活動を継続
的に実施 

・H18.3：合意形成活動
全体計画策定 

・H28 年度～跡地利用
計画策定段階（第２ス
テージ）に移行 

・H29.3:跡地利用計画
策定手順書原案作成 

経
済
特
区 

国際物流拠点産業集積
地域 

－ － 宜野湾市 宜野湾市 － － － 宜野湾市 浦添市 那覇市 

情報通信産業振興地
域・特別地区 

北谷町（振興地域） 北谷町（振興地域） 宜野湾市（振興地域） 
宜野湾市・北谷町 

（振興地域） 
北谷町（振興地域） 

沖縄市・北中城村 
（振興地域） 

北中城村（振興地域） 宜野湾市（振興地域） 浦添市（特別地区） 那覇市（特別地区） 

観光地域形成促進地域 沖縄県全域 沖縄県全域 沖縄県全域 沖縄県全域 沖縄県全域 沖縄県全域 沖縄県全域 沖縄県全域 沖縄県全域 沖縄県全域 
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（４）土地の先行取得・立入り調査等の実施状況 

土地の先行取得と返還前の立入り調査の実施状況（令和５年３月見込み）について、各市町村へ確認を行い、以下のとおり整理した。 

１）先行取得実施状況 
※令和５年３月末見込 

特定事業見通し 
①キャンプ桑

江南側地区 

②陸軍貯油施設
第１桑江 

タンク・ファーム 

③キャンプ瑞慶覧 
④普天間飛行場 

⑤牧港補給 
地区 

⑥那覇港湾 
施設 

1)西普天間住宅地区 
2)インダストリ 
アル･コリドー等 

3)施設技術部地
区内の倉庫地
区の一部 

4)ロウワー・プラザ住宅地区 
5)喜舎場住宅地

区の一部 沖縄県 宜野湾市 沖縄市 北中城村 沖縄県 宜野湾市 

学
校 

特定事業 
見通し 

平成26.9.8公
表 

― 平成29.8.29公表 平成28.11.14公表 ― ― ― ― ― ― 
平成25.6.11公表 
平成28.3.31公表 
令和4.7.29公表 

― ― 

4.5ha ― 7.5ha 28ha（大学） ― ― ― ― ― ― 8ha⇒11.5ha 
⇒13.1ha 

― ― 

取得面積 4.5ha（完了） ― 0.2ha（(完了） 17.2ha（完了） ― ― ― ― ― ― 10.9ha ― ― 

学
校 

(

児
童
厚
生
施
設) 

特定事業 
見通し 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 令和4.7.29公表 ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.64ha ― ― 

取得面積 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.0ha ― ― 

学
校 

（
幼
稚
園
） 

特定事業 
見通し 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 令和4.8.19公表 ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.8ha ― ― 

取得面積 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.0ha ― ― 

緑
地
・
公
園 

特定事業 
見通し 

平成28.3.31
公表 

― ― 
平成26.6.2公表 
平成26.12.8公表 

令和5年3月公表
予定 

令和1.7.26公表 平成27.3.31公表 
平成27.3.31公表 
平成31.3.29公表 

― ― ― 

平成28.3.31公表 
平成30.3.16公表 
令和2.9.29公表 
令和4.9.7公表 

― 

2.5ha ― ― 7ha⇒10ha ― 0.3ha 1.7ha 0.95ha⇒1.1ha ― ― ― 
10.2ha⇒15.2ha⇒
17.4ha⇒30.0ha 

― 

取得面積 2.5ha（完了） ― ― 7.3ha（完了） ― 0.3ha（完了） 1.0ha 1.1ha ― ― ― 17.4ha ― 

広
場 

特定事業 
見通し 

令和4.4.19公
表 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

1.3ha ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

取得面積 0.07ha ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

道
路 

特定事業 
見通し 

― ― ― ― ― ― ― ― ― 平成25.6.11公表 ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― 17.15ha ― ― ― 

取得面積 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 13.9ha ― ― ― 

駐
車
場 

特定事業 
見通し 

平成31.2.19
公表 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

1.3ha ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

取得面積 1.3ha（完了） ― ― ― ― ― ―  ― ― ― ― ― 

墓
地 

特定事業 
見通し 

― ― ― 平成26.12.8公表 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― 2.0ha ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

取得面積 ― ― ― 2.0ha（完了） ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
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２）跡地利用計画等作成に向けた返還前の立入り調査 

特定事業見通し 
①キャンプ桑江南

側地区 

②陸軍貯油施設第
１桑江タンク・フ
ァーム 

③キャンプ瑞慶覧 

④普天間飛行場 ⑤牧港補給地区 ⑥那覇港湾施設 
1)西普天間住宅地区 

2)インダストリアル･
コリドー等 

3)施設技術部地区内の倉
庫地区の一部 

4)ロウワー・プラザ住宅地区 5)喜舎場住宅地区の
一部 沖縄市 北中城村 

立
入
り
調
査 

文化財 立入り調査なし 
平成 22.9 に立入り 

調査以降立入りなし 

平成27.3.31 返還 

平成30.3.31 土地の

引渡し 

立入り調査なし 

平成29年度～ 

令和元年度 

令和2.3.31 返還 

立入り調査なし 立入り調査なし 立入り調査なし 

・平成11～26年 

 沖縄県 

・平成13～25年 

 宜野湾市 

・令和1.7～4.3 

 沖縄県 

立入り調査なし 立入り調査なし 

自然環境 立入り調査なし 立入り調査なし 

平成27.3.31 返還 

平成30.3.31 土地の

引渡し 

立入り調査なし 

平成29年度～ 

令和元年度 

令和2.3.31 返還 

立入り調査なし 立入り調査なし 立入り調査なし 

・平成15年 

・令和1.6～8 

 沖縄県 遺跡発掘調

査等に伴う動植物調査 

立入り調査なし 立入り調査なし 

 


